
（証券コード：2384）

日時

場所

第40期

2026年3月30 日（月曜日）

午前10時（受付開始午前 9 時30分）
住友不動産新宿グランドタワー
37階 当社会議室
東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

議 案
第１号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

法令および当社定款第17条にもとづき、電子提供措
置事項から一部を除いた書面をご送付しております。
したがって、ご送付している書面の項番、参照頁は
電子提供措置事項と同一となっておりますので
ご了承ください。

定時株主総会招集ご通知
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ごあいさつ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御
礼申しあげます。

今期は新たに、オランダやインドネシアを拠点とする海
外物流企業２社がグループ入りしたほか、国内ではブリヂ
ストン物流を含む２社がグループ入りしました。また、新
規顧客の獲得や料金適正化の取り組みが実を結び、３期ぶ
りに増収増益を達成いたしました。
一方で、依然として「新規拠点開設時の赤字削減」「倉

庫の空きスペース解消」といった課題が残ることに加え、
米国の通商政策、世界的な地政学リスクの顕在化や国内の
政策金利引き上げ等、当社を取り巻く経営環境もより複雑
化しております。
そのような中、当社グループでは、2026年度を初年度

とする新中期経営計画を策定いたしました。
新たな中期経営計画では、売上高の伸長のみならず利益

率の向上もともなった “Harmonized Growth（均整の
とれた成長）” を追求し、2030年度には売上高７千億円
以上、物流事業の営業利益4.5%以上の目標達成を目指し
ます。そのために、グループ総合力をさらに強化し、物流
事業基盤の整備・拡充を図るとともに、ITとロジスティク
ス・テクノロジー（LT）の活用により業務生産性を向上
させ、競争優位性を高めてまいります。また、サステナビ
リティ経営を強化し、グループ内の人財力、組織の強靭化
を通じて企業価値をより一層向上させてまいります。
当社グループは、『ロジスティクス×ITで成長するメガ

ベンチャー』として、物流トップティアの地位を確固たる
ものとし、あらゆる顧客の物流ニーズに応え、社会と共生
し信頼される企業を目指してまいります。

本年も株主の皆様のさらなるご理解とご支援をお願い申
しあげます。

2026年３月

代表取締役社長
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証券コード2384
2026年３月12日

（電子提供措置の開始日 2026年３月2日）
株主各位

東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
ＳＢＳホールディングス株式会社

代表取締役社長 鎌 田 正 彦

第40期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第40期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに

「第40期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://www.sbs-group.co.jp/sbshlds/ir/
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載

しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Sho
w=Show

ＳＢＳホールディングス株式会社

東京証券取引所

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入
力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご
覧ください。
株主の皆様におかれましては、本招集ご通知４ページ記載のいずれかの方法により議決権を

行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご
検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬具
記

1. 開 催 日 時 2026年３月30日（月曜日） 午前10時（受付開始 午前９時30分）

2. 開 催 場 所
住友不動産新宿グランドタワー37階 当社会議室
東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
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3. 目 的 事 項

報告事項
（1） 第40期(2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結

計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査
結果報告の件

（2） 第40期(2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

4. 招 集 に
あたっての
決 定 事 項

（1） 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、
インターネットによる議決権行使を有効なものとします。

（2） インターネットにより、複数回、議決権を行使された場合は、最後の
行使を有効なものとします。

以 上

■ 当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

■ ご送付している書面は、書面交付請求にもとづく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法
令および当社定款第17条の規定にもとづき、下記の事項を除いております。したがって、当該書面は監査
報告を作成するに際し、監査等委員会および会計監査人が監査をした書類の一部であります。
(1) 事業報告の「業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要」および「業務の適正を確
保するための体制の運用状況の概要」

(2) 連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」
■ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載いたします。
■ お体が不自由または障がいのある株主様へ
車いすのサポート、座席やお手洗いへの誘導、受付の筆談等のサポートが必要な場合には、前日までにご
連絡をお願いいたします。（☎03-6772-8200(代））

株主総会招集ご通知の受領方法のお知らせ
株主総会招集ご通知は、次回の株主総会より電子メールでお送りすることができます。ご希望の株

主様は、パソコンまたはスマートフォンにより、次ページに記載の議決権行使サイトにてお手続きく
ださい。なお、携帯電話でのお手続きはできません。また、携帯メールアドレスを指定することもで
きませんので、ご了承ください。



1 株主総会にご出席の場合

2 書面（郵送）で議決権を行使される場合

3 インターネットで議決権を行使される場合
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議決権行使のご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

当日は、本招集ご通知をご持参ください。また、同封の議決権行使書の右片を
切り離さずに会場受付にご提出ください。なお、ご捺印は不要です。
開催日時 2026年３月30日(月曜日) 午前10時(受付開始：午前９時30分)
開催場所 住友不動産新宿グランドタワー37階 当社会議室

東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

同封の議決権行使書に各議案に対する賛否をご表示のうえ、以下の行使期限ま
でに到着するよう、ご投函ください。なお、切手の貼付は不要です。
行使期限 2026年３月27日(金曜日）午後６時到着分まで有効
◎各議案について、賛否の表示がない議決権行使書を提出された場合は、賛成
の意思表示があったものとして取り扱います。

パソコンまたはスマートフォンから以下の議決権行使サイトにアクセスし、同
封の議決権行使書に記載してあります「ログインＩＤ」および「仮パスワー
ド」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限 2026年３月27日(金曜日）午後６時入力分まで有効
（議決権行使サイト：https://evote.tr.mufg.jp/)



以降は、画面の案内にしたがって議案に対する賛否を
ご入力ください。

2

1

見本
見本

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は、画面の案内にしたがって議案に対する賛否を
ご入力ください。

3

1 議決権行使サイトにアクセスしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」をクリック

議決権行使書用紙に記載の「ログインID・仮パス
ワード」を入力し「ログイン」をクリックしてく
ださい。

ヘルプデスク
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電 話 0120-173-027（通話料無料）
受付時間 午前9時～午後9時
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インターネットで議決権を行使される場合の手続き
QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使書用紙に記載の「ログインID・仮パスワード」を入力
することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
サイト https://evote.tr.mufg.jp/

ご注意
① 毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを中止しております。
② インターネットのご利用環境、ご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用い
ただけない場合があります。

③ パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続
料、通信料などの費用につきましては、株主様のご負担となります。

ご不明な点は、下記のヘルプデスクにお問い合せください。
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株主総会参考書類
第１号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件
本総会の終結の時をもって監査等委員でない取締役９名全員が任期満了となります。
つきましては、監査等委員でない取締役８名の選任をお願いするものであります。
監査等委員でない取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 候補者氏名 現在の当社に

おける地位
現在の当社における担当および
当社グループにおける地位

取締役会
出席状況

１
か ま た ま さ ひ こ

鎌 田 正 彦 再任 代表取締役社長
代表執行役員

経営全般担当
ＳＢＳロジコム㈱代表取締役社長
ＳＢＳ即配サポート㈱代表取締役

14回／14回
（100％）

２
た い ぢ ま さ と

泰 地 正 人 再任 取締役
常務執行役員

監査部・人事部・総務部・
物流品質管理部担当

14回／14回
（100％）

３
た な か や す ひ と

田 中 康 仁 再任 取締役
常務執行役員

経営企画部・事業開発部・
法務室担当

14回／14回
（100％）

４
ご み な つ き

五 味 夏 樹 再任 取締役
執行役員

最高財務責任者（CFO）
IR広報部・財務部・経理部担当

14回／14回
（100％）

５
わ か ま つ か つ ひ さ

若 松 勝 久 再任 取締役
執行役員

グループ事業戦略部・Ｅコマース事業推進部担当
ＳＢＳネクサード㈱
代表取締役 社長執行役員

14回／14回
（100％）

６
い わ さ き じ ろ う

岩 﨑 二 郎
再任
社外
独立

社外取締役 14回／14回
（100％）

７
こ す ぎ よ し の ぶ

小 杉 善 信
再任
社外
独立

社外取締役 13回／14回
（93％）

８
せき ね ち づ

関 根 千 津
再任
社外
独立

社外取締役 10回／10回
（100％）

(注) 当社の取締役およびグループ会社の代表取締役などの経営陣幹部は、人格に優れ、求められる責務を遂
行できる知識と経験、能力を有する人物を候補者としております。
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候補者
番 号 １ かま た まさ ひこ

鎌田 正彦 （1959年６月22日生） 再任

◆ 所有する当社株式数
ー株

◆ 取締役会出席回数
14回／14回（100％）
◆ 取締役在任年数

38年

◆ 略歴、当社における地位および担当
1979年４月 東京佐川急便㈱（現佐川急便㈱） 入社
1987年12月 ㈱関東即配（現当社）取締役
1988年３月 当社 代表取締役社長（現任）
2004年３月 当社 代表執行役員（現任）
同年６月 雪印物流㈱（現ＳＢＳフレック㈱） 取締役（現任)
同年９月 ㈱ゼロ 社外取締役（現任）

2005年９月 東急ロジスティック㈱（現ＳＢＳロジコム㈱）
代表取締役社長（現任）

2006年１月 ㈱全通（現ＳＢＳゼンツウ㈱） 取締役（現任）
2013年７月 一般財団法人鎌田財団（現公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団）

代表理事（現任）
2015年６月 鎌田企画（合） 代表社員（現㈱鎌田企画 代表取締役）（現任）
2017年６月 ＳＢＳ即配サポート㈱ 代表取締役（現任）
2018年８月 リコーロジスティクス㈱（現ＳＢＳネクサード㈱）取締役（現任）
2020年11月 東芝ロジスティクス㈱（現ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱）

取締役（現任）
2025年８月 一般財団法人鎌田記念財団（現公益財団法人鎌田記念財団）

代表理事（現任）
同年10月 ブリヂストン物流㈱ 取締役（現任）

◆ 重要な兼職の状況
ＳＢＳロジコム㈱ 代表取締役社長、ＳＢＳ即配サポート㈱ 代表取締役、
公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団 代表理事、㈱鎌田企画 代表取締役、
公益財団法人鎌田記念財団 代表理事

◆ 取締役候補者とした理由
鎌田正彦氏は、1987年に当社を創業して以来、38年間にわたり強力なリーダー
シップを発揮して当社および当社グループをけん引し、当社は物流業界において
飛躍的な成長を遂げてまいりました。今後も当社グループが持続的に成長・発展
するためには、引き続き同氏の強いリーダーシップならびにこれまで培われた経
営者としての豊富な経験と幅広い見識、人脈が必要であると判断し、取締役候補
者といたしました。
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候補者
番 号 ２ たい ぢ まさ と

泰地 正人 （1961年10月24日生） 再任

◆ 所有する当社株式数
13,100株

◆ 取締役会出席回数
14回／14回（100％）
◆ 取締役在任年数

９年

◆ 略歴、当社における地位および担当
1984年４月 東急運輸㈱（現ＳＢＳロジコム㈱） 入社
2004年９月 東急ロジスティック㈱（現ＳＢＳロジコム㈱） 人事部長
2006年３月 ティーエルロジコム㈱（現ＳＢＳロジコム㈱）

執行役員 人事部長
2010年３月 同社 執行役員 経営企画部長
2013年３月 当社 執行役員 人事総務部長
2017年３月 当社 取締役
2019年３月 当社 取締役 常務執行役員（現任）
2022年３月 ＳＢＳロジコム㈱ 取締役（現任）

（当社における担当：監査部・人事部・総務部・物流品質管理部担当）
◆ 取締役候補者とした理由

泰地正人氏は、これまで当社グループ会社および当社の経営企画、人事、総務、
法務などの企画・管理部門の責任者を歴任し、業務に携わってまいりました。今
後も、そこで培われた幅広い職務経験と知見を経営に活かしていただけると判断
し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ３ た なか やす ひと

田中 康仁 （1964年７月31日生） 再任

◆ 所有する当社株式数
4,400株

◆ 取締役会出席回数
14回／14回（100％）
◆ 取締役在任年数

５年

◆ 略歴、当社における地位および担当
1987年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
2010年11月 当社入社 経営企画部次長
2013年７月 マーケティングパートナー㈱ 代表取締役
2014年９月 当社 経営管理部長
2016年３月 当社 執行役員 経営管理部長

同月 ㈱エーマックス（現ＳＢＳアセットマネジメント㈱）
取締役（現任）

同月 ㈱エルマックス 取締役（現任）
2018年８月 リコーロジスティクス㈱（現ＳＢＳネクサード㈱）

取締役（現任）
同年12月 当社 執行役員 経営企画部長

2020年11月 東芝ロジスティクス㈱（現ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱）
取締役（現任）

2021年３月 当社 取締役 執行役員 経営企画部長
2022年３月 当社 取締役 執行役員
2024年 3 月 当社 取締役 常務執行役員（現任）

（当社における担当：経営企画部・事業開発部・法務室担当）
◆ 取締役候補者とした理由

田中康仁氏は、金融機関における経験と知見を活かし、これまで当社の経営企画
部門において、Ｍ＆Ａ等の重要プロジェクトを推進するとともに、グループ各社
の経営を統括してまいりました。今後も、その幅広い職務経験と知見を経営に活
かしていただけると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ４ ご み な つ き

五味 夏樹 （1961年５月３日生） 再任

◆ 所有する当社株式数
6,300株

◆ 取締役会出席回数
14回／14回（100％）
◆ 取締役在任年数

３年

◆ 略歴、当社における地位および担当
1984年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行） 入行
2006年５月 同行 ストラテジービジネス部部長
2007年７月 楽天㈱ 執行役員 金融事業統括本部副本部長 金融事業統括部長
2013年11月 野村信託銀行㈱ 執行役(経営企画・財務・審査・法務コンプライ

アンス担当)
2019年４月 同社 常務(経営企画・財務・リスク管理・法務コンプライアンス

担当)
2021年７月 当社 顧問
同年10月 当社 執行役員

2023年３月 当社 取締役 執行役員（現任）
同月 ＳＢＳアセットマネジメント㈱ 取締役（現任）
同月 ㈱エルマックス 取締役（現任）
（当社における担当：最高財務責任者（CFO）

IR広報部・財務部・経理部担当）

◆ 取締役候補者とした理由
五味夏樹氏は、長年にわたり金融機関等に勤務し、経営企画、財務、法務・コン
プライアンス、事業開発などの担当役員を歴任するとともに、当社においては、
財務・ＩＴ・ＬＴ各業務の統括責任者として経営に携わってまいりました。今後
も、その幅広い業務経験と会社役員として培った経営能力を当社の取締役として
活かしていただけるものと判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 ５ わか まつ かつ ひさ

若松 勝久 （1959年10月15日生） 再任

◆ 所有する当社株式数
6,700株

◆ 取締役会出席回数
14回／14回（100％）
◆ 取締役在任年数

７年

◆ 略歴、当社における地位および担当
1982年３月 ㈱リコー 入社
2003年４月 同社 総合経営企画室 経営管理部長
2005年４月 同社 オフィス事業統括センター 事業戦略室長
2008年４月 同社 生産統括センター 所長
2011年４月 リコーロジスティクス㈱（現ＳＢＳネクサード㈱）

取締役 執行役員
同年10月 同社 経営管理本部 本部長兼リサイクル事業部 事業部長

2013年４月 同社 取締役 専務執行役員
同年10月 同社 代表取締役 社長執行役員（現任）

2019年３月 当社 取締役
2022年６月 ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱ 取締役（現任）
2023年３月 当社 取締役 執行役員
同年４月 当社 取締役 執行役員兼事業戦略部部長
同年８月 当社 取締役 執行役員（現任）

（当社における担当：グループ事業戦略部・Ｅコマース事業推進部担当）
◆ 重要な兼職の状況

ＳＢＳネクサード㈱ 代表取締役 社長執行役員
◆ 取締役候補者とした理由

若松勝久氏は、長年にわたり機械メーカーの管理部門の責任者として勤務し、そ
の物流子会社では代表取締役として経営に携わってまいりました。また、リコー
ロジスティクス㈱（現ＳＢＳネクサード㈱）の当社グループ入り後は、取締役と
して当社の経営に参画しております。今後も、これまでに培った業務経験と会社
役員としての経営能力を当社の取締役として活かしていただけるものと判断し、
取締役候補者といたしました。



― 12 ―

候補者
番 号 ６ いわ さき じ ろう

岩﨑 二郎 （1945年12月６日生） 再任 社外 独立

◆ 所有する当社株式数
200株

◆ 取締役会出席回数
14回／14回（100％）
◆ 社外取締役在任年数

11年

◆ 略歴、当社における地位および担当
1974年４月 ＴＤＫ㈱ 入社
1996年６月 同社 取締役 人事教育部長
1998年６月 同社 常務取締役 記録メディア事業本部長
2006年６月 同社 取締役 専務執行役員
2008年３月 ＧＣＡ㈱ 社外監査役
2009年６月 ㈱ＪＶＣケンウッド 取締役 執行役員常務 コーポレート戦略部長
2011年３月 当社 社外監査役
同年４月 帝京大学 経済学部経営学科教授

2015年３月 当社 社外取締役（現任）
2016年３月 ＧＣＡ㈱ 社外取締役（常勤監査等委員）
同年６月 ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役（現任)

◆ 重要な兼職の状況
ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役

◆ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割
岩﨑二郎氏は、長年にわたり会社役員として企業経営に参画されており、当社の
社外役員就任後は、取締役会において経営に関する豊富な経験と幅広い知見にも
とづく発言を行ってまいりました。今後も、かかる経験、知見を当社の経営に反
映していただくことが取締役会の意思決定に資するものと期待し、社外取締役候
補者といたしました。
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候補者
番 号 ７ こ す ぎ よ し の ぶ

小杉 善信 （1954年２月８日生） 再任 社外 独立

◆ 所有する当社株式数
―株

◆ 取締役会出席回数
13回／14回（93％）

◆ 社外取締役在任年数
３年

◆ 略歴、当社における地位および担当
1976年４月 日本テレビ放送網㈱（現日本テレビホールディングス㈱）入社
2008年６月 同社 執行役員 編成局長
2011年６月 同社 取締役 執行役員
2012年６月 同社 取締役 常務執行役員

兼 日本テレビ放送網㈱ 取締役 常務執行役員
同年10月 日本テレビホールディングス㈱ 常務取締役

2013年６月 同社 専務取締役
兼 日本テレビ放送網㈱ 取締役 専務執行役員

2018年６月 日本テレビホールディングス㈱ 取締役 副社長
兼 日本テレビ放送網㈱ 取締役 副社長執行役員
㈱読売新聞グループ本社 社外監査役（現任）

2019年６月 日本テレビホールディングス㈱ 代表取締役 社長
兼 日本テレビ放送網㈱ 代表取締役 社長執行役員

2021年６月 日本テレビホールディングス㈱ 代表取締役 副会長
兼 日本テレビ放送網㈱ 代表取締役 副会長執行役員

2022年６月 日本テレビ放送網㈱ 顧問（現任）
2023年３月 当社 社外取締役（現任）
同年６月 リゾートトラスト㈱ 社外取締役（現任）

◆ 重要な兼職の状況
日本テレビ放送網㈱ 顧問、㈱読売新聞グループ本社 社外監査役、
リゾートトラスト㈱ 社外取締役

◆ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割
小杉善信氏は、長年にわたり会社役員として経営に参画されており、当社の社外
取締役就任後は、取締役会において、かかる経験、経営能力にもとづく発言を行
ってまいりました。今後も、かかる経験、知見を当社の経営に反映していただく
ことが取締役会の意思決定に資するものと期待し、社外取締役候補者といたしま
した。
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候補者
番 号 ８ せき ね ち づ

関根 千津 （1963年８月11日生） 再任 社外 独立

◆ 所有する当社株式数
―株

◆ 取締役会出席回数
10回／10回（100％）
◆ 社外取締役在任年数

１年

◆ 略歴、当社における地位および担当
1989年４月 住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社
2013年 4 月 同社 理事 先端材料開発研究所 研究主幹
2019年 4 月 ㈱住化技術情報センター 取締役副社長
2020年 6 月 同社 代表取締役社長
2024年６月 ㈱KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役
同年 7 月 アールバイロジェン㈱ 社外取締役（現任）

2025年 3 月 当社 社外取締役（現任）
同年 6 月 蝶理㈱ 社外取締役（現任）
同年 6 月 ㈱KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役（監査等委員）(現任）

◆ 重要な兼職の状況
㈱KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役（監査等委員）、
アールバイロジェン㈱ 社外取締役、蝶理㈱ 社外取締役

◆ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割
関根千津氏は、技術・化学品安全性の調査および特許検索の受託、化学技術情報
の提供を主たる事業とする企業で経営に携わってこられたほか、直近では、複数
の企業において社外役員として企業経営に参画されています。今後も、かかる経
験、知見を当社の経営に反映していただくことが取締役会の意思決定に資するも
のと期待し、社外取締役候補者といたしました。
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(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 岩﨑二郎、小杉善信および関根千津の３氏は、社外取締役候補者であります。
3. 岩﨑二郎氏の社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって11年となりますが、社外
取締役就任前に社外監査役として４年の在任期間があります。

4. 小杉善信氏の社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって３年となります。
5. 関根千津氏の社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって１年となります。
6. 当社は、当社定款の規定にもとづき、岩﨑二郎、小杉善信および関根千津の３氏との間で会社法第
427条第１項の契約（責任限定契約）を締結しておりますが、３氏の再任が承認された場合は、同
様の責任限定契約を継続する予定であります。
なお、責任限定契約の内容の概要は、いずれも会社法第423条第１項の責任について、取締役の職
務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金５百万円または法令の定める最低責任限度
額のいずれか高い額を限度とするものであります。

7. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害
賠償金および争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。本議案で選任された場
合、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同
内容での更新を予定しております。

8. 当社は、岩﨑二郎、小杉善信および関根千津の３氏を、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員
として同取引所に届け出ております。当社は、３氏が当社の定める社外取締役の独立性基準からも
十分に独立性を有しているものと判断しており、３氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役
員として届け出る予定であります。

9. 当社の社外取締役の独立性に関する基準は、19ページの〈ご参考〉社外取締役の独立性基準をご参
照ください。

10. 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第26条の規定にもとづく取締
役会決議があったとみなす書面決議が2回ありました。



― 16 ―

第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

経営管理体制の強化のため、監査等委員である取締役を１名増員し、その選任をお願いした
いと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

ふじ うら ひろ し

藤浦 宏史 （1965年9月12日生） 新任 社外 独立

◆ 所有する当社株式数
―株

◆ 略歴
1990年10月 中央新光監査法人（後のみすず監査法人）入所
1994年 3 月 公認会計士登録
1997年３月 有限会社オフタイムクルーズ（現㈱ブレインコンサルティング）

代表取締役
2001年 3 月 ㈱アガットコンサルティング 設立 代表取締役（現任）
2006年 7 月 税理士法人アガット 設立 代表社員
2013年 7 月 一般財団法人鎌田財団（現公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団）

監事（現任）
2017年10月 ㈱ディーファイブコンサルティング 社外取締役（現任）
2022年 2 月 ㈱アガットイノベーション 設立 代表取締役（現任）

◆ 重要な兼職の状況
公認会計士、㈱アガットコンサルティング 代表取締役、
㈱ディーファイブコンサルティング 社外取締役、
㈱アガットイノベーション 代表取締役、公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団 監事

◆ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
藤浦宏史氏は、公認会計士として上場・大手企業の監査に従事し、内部統制およ
びコーポレートガバナンスに関する高度で専門的な知識を有しております。ま
た、事業経験を経て、現在は経営管理・ガバナンス領域を中心に企業支援を行っ
ております。公益財団法人監事および社外取締役として、独立した立場から経営
監督に携わった実績を有し、監査等委員として当社のガバナンスの実効性向上に
貢献いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしまし
た。
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(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 藤浦宏史氏は、当社が寄付金を拠出している、公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団の監事でありますが、
同氏は同財団の業務執行には関与しておらず、また、同財団から報酬その他の経済的利益を受け
ておりません。当社から同財団への寄付は、物流研究助成および奨学金給付という公益目的にも
とづき、その都度、取締役会の承認を経て行われております。

3. 藤浦宏史氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
4．当社は、当社定款の規定にもとづき、藤浦宏史氏との間で会社法第427条第1項の契約（責任限定
契約）を締結する予定であります。なお、責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第１項
の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金５百万円または法令
の定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とするものであります。

5. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損
害賠償金および争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。候補者が監査等委
員である取締役に就任した場合、候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなりま
す。

6. 当社は、藤浦宏史氏を当社の定める社外取締役の独立性基準からも十分に独立性を有しているも
のと判断しており、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、東京証券取引所の定めに
もとづく独立役員として届け出る予定であります。

7. 当社の社外取締役の独立性に関する基準は、19ページの〈ご参考〉社外取締役の独立性基準をご
参照ください。
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〈ご参考〉第1号議案および第2号議案が承認されたのちの経営体制（予定）

氏 名 地 位 社外
指名・
報酬
委員会

取締役候補者が有している専門性と経験

企業
経営

営業・
マーケ
ティング

会計・
財務

法務・
リスク
管理

人事・
人材
開発

IT・
LT

ESG・
サステ
ナビリティ

海外

鎌 田 正 彦 代 表 取 締 役 〇 ● ● ● ● ●

泰 地 正 人 取 締 役 ● ● ● ●

田 中 康 仁 取 締 役 ● ● ● ● ● ●

五 味 夏 樹 取 締 役 ● ● ● ● ●

若 松 勝 久 取 締 役 ● ● ● ●

岩 﨑 二 郎 取 締 役 〇 〇 ● ● ● ●

小 杉 善 信 取 締 役 〇 〇 ● ●

関 根 千 津 取 締 役 〇 ● ● ● ●

川 井 裕 也 常勤監査等委員 ● ● ● ● ● ● ●

辻 さちえ 監 査 等 委 員 〇 ● ● ●

鷲尾 英一郎 監 査 等 委 員 〇 ● ● ● ● ●

藤 浦 宏 史 監 査 等 委 員 〇 ● ● ●

(注) 1. 代表取締役および指名・報酬委員会構成員は、本総会終了後の取締役会にて決定いたします。
2. 上記の一覧表は各氏の経験などを踏まえ、より専門的な知見を有する分野を表しており、有するす
べての知見を表すものではありません。
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〈ご参考〉社外取締役の独立性基準

ＳＢＳホールディングス株式会社（以下、「当社」という。）は、社外取締役の当社からの独立性に関する基準
を、以下のとおり定める。

１. 当社において、社外取締役が独立性を有する社外取締役（以下、「独立取締役」という。）であるというため
には、次のいずれにも該当することなく、当社から独立した存在でなければならない。
（1）当社グループの業務執行者および出身者

当社または当社のグループ会社（以下、併せて「当社グループ」という。）の業務執行取締役または執行
役員、その他の使用人およびその就任の前10年間において（ただし、その就任の前10年内いずれかの時
において当社の非業務執行取締役、監査役であったことがある者については、それらの役職への就任の
前10年間において）それらの地位にあった者

（2）主要な株主関係にある者
① 当社の現在の主要株主（総議決権数の10％以上の議決権数を直接、または間接的に保有している者。
以下同様）。また、その主要株主が法人である場合は、その主要株主またはその主要株主の属する連結
企業グループの取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、その他の使用人（以下、併せて「役
職員等」という。）、または最近５年間においてそれらの地位にあった者

② 当社グループが、現在主要株主である会社の役職員等にある者
（3）当社グループの主要な取引先の役職員等

① 直近の事業年度およびその前の３事業年度のいずれかにおいて、当社グループを主要な取引先として
いた取引先グループ注）（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、当
社グループから受けていた取引先グループ）の役職員等
注）取引先グループ：直接の取引先が属する連結企業グループ

② 直近の事業年度およびその前の３事業年度のいずれかにおいて、当社グループの主要な取引先であっ
た取引先グループ（当社グループに対して、当社の対象事業年度における年間連結総売上高の２％以
上の支払いを行っていた取引先グループ）の役職員等

（4）当社グループの主要な借入先の役職員等
当社グループの主要な借入先（直近の事業年度に関わる事業報告において、主要な借入先として名称が
記載されている借入先と、その親会社および重要な子会社を含む。）の役職員等および最近３年間におい
てそれらの地位にあった者

（5）当社グループの会計監査人および当社グループが専門的サービスの提供を受けている者
① 現在、当社グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナーまたは従業員
② 最近３年間において、当社グループの会計監査人であった監査法人の社員、パートナーまたは従業員
で、当社グループの監査業務を実際に担当していた者（現在退職等をしている者を含む。）

③ 当社グループから、役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭、その他の財産を
得ている弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家
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④ 当社グループを主要な取引先とする法律事務所、監査法人、税理士法人その他のアドバイザリー・
ファーム等（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上の支払いを受けていた法人等）
の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員

（6）当社グループから寄付等を受けている組織の関係者
当社グループから、過去３事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間費用の30％のい
ずれか高い方を超える寄付または助成を受けている組織の業務を執行する理事、役員もしくは社員また
は使用人

（7）当社グループと社外役員の相互派遣関係にある企業グループの関係者
当社グループから、取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている企業グループの取締役、監査
役、会計参与、執行役または執行役員

（8）近親者
① 当社グループの業務執行取締役、執行役員、部門責任者等の重要な業務を執行する者（以下、執行役
と併せて「重要な業務執行者」という。）の配偶者または２親等以内の親族もしくは同居する親族（以
下、「近親者」という。）、または最近５年間においてその地位にあった者の近親者

② 当社の現在の主要株主またはその主要株主が法人である場合は、その主要株主もしくはその主要株主
の属する連結企業グループの重要な業務執行者（最近５年間においてその地位にあった者を含む。）の
近親者

③ 当社が現在主要株主である会社の重要な業務執行者の近親者
④ 上記(3)の①および②に定める取引先グループの重要な業務執行者の近親者
⑤ 上記(4)に定める金融グループの重要な業務執行者（最近３年間においてその地位にあった者を含む。）
の近親者

⑥ 現在、当社グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナーまたは監査業務を実施し
た従業員（最近３年間においてその地位にあった者を含む。）の近親者

⑦ 上記(5)に該当する法律事務所、監査法人、税理士法人その他のアドバイザリー・ファーム等の
社員またはパートナーの近親者

⑧ 上記(6)に該当する組織の業務を執行する理事または役員の近親者
２.当社において、社外取締役が独立取締役であるというためには、その他、上記１.の各号に掲げられている事
由以外の事情で、当社の一般株主全体との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない者でなければ
ならない。

３.仮に上記 1.の(2)から(8)迄のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の
独立取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は当該人物が会社法上の社外取締役の要件を
充足しており、かつ、当該人物が当社の独立取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを
条件に、当該人物を当社の独立取締役とすることができるものとする。

以 上
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第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

2025年３月25日開催の第39期定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任
された鈴木知幸氏の選任の効力は、本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定め
る監査等委員である取締役の員数を欠くことに備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選
任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

すず き とも ゆき

鈴木 知幸 （1976年６月14日生） 社外 独立

◆ 所有する当社株式数
ー株

◆ 略歴
2003年10月 第一東京弁護士会 弁護士登録

同月 長島・大野・常松法律事務所 入所
2004年11月 東京丸の内法律事務所 入所
2013年 7 月 一般財団法人鎌田財団（現公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団）

評議員（現任）
2019年１月 東京丸の内法律事務所 代表代行
同年６月 税理士登録

2020年12月 ㈱ココルポート 社外監査役（現任）
2025年１月 東京丸の内法律事務所 代表（現任）

◆ 重要な兼職の状況
弁護士、税理士、東京丸の内法律事務所 代表、㈱ココルポート 社外監査役、
公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団 評議員

◆ 補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
鈴木知幸氏は、弁護士としてこれまで培われた高度で専門的な知識および経験が
監査等委員会の職責遂行に資すると期待されることから、補欠の監査等委員であ
る社外取締役候補者といたしました。
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(注) 1. 鈴木知幸氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
2. 鈴木知幸氏は、当社が寄付金を拠出している、公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団の評議員であります
が、同氏は同財団の業務執行には関与しておらず、また、同財団から報酬その他の経済的利益を
受けておりません。当社から同財団への寄付は、物流研究助成および奨学金給付という公益目的
にもとづき、その都度、取締役会の承認を経て行われております。

3. 鈴木知幸氏は、当社との間で法律顧問契約を締結しておりますが、顧問料の額は年間0.5百万円未
満であり、同氏および当社のいずれにおいてもその独立性に影響を与えるものではありません。
また同氏が所属する事務所と当社との間には、法律顧問契約その他の特別の利害関係はありませ
ん。

4. 当社は、鈴木知幸氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、当社定款の規定にもとづき、
同氏との間で会社法第427条第1項の契約（責任限定契約）を締結する予定であります。なお、責
任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第１項の責任について、職務を行うにつき善意でか
つ重大な過失がないときは、金５百万円または法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額
を限度とするものであります。

5. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損
害賠償金および争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。候補者が監査等委
員である取締役に就任した場合、候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなりま
す。

6. 当社は、鈴木知幸氏を当社の定める社外取締役の独立性基準からも十分に独立性を有しているも
のと判断しており、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、東京証券取引所の定めに
もとづく独立役員として届け出る予定であります。

7. 当社の社外取締役の独立性に関する基準は、19ページの〈ご参考〉社外取締役の独立性基準をご
参照ください。

以 上
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事 業 報 告

（2025
2025

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

1. ＳＢＳグループの現況
（1）当期事業の概況

① 事業の経過およびその成果
当期においては、雇用・所得環境の改善や消費者マインドに持ち直しの動きが見られ

た一方で、人手不足やエネルギー・原材料価格の高止まり、さらには地政学リスクの高
まり等が景気の後退懸念となり、先行きは依然として不透明感が継続する情勢となりま
した。
このような状況のなか、当社グループは主力の物流事業において、既存顧客との取引

拡大に加え、高い物流機能を求める新規顧客の獲得や、ＥＣ物流の需要取り込み、ラス
トワンマイルにおける置き配サービスの本格導入等、サービスラインナップの拡充に注
力してまいりました。また、ここ数年は積極的な営業施策とМ＆Ａ戦略によって売上高
が大きく拡大した一方で、利益率が伸び悩んでいることから、営業利益率の向上を重要
な課題と位置づけ、不採算拠点の収支改善と倉庫の空きスペース解消等の収益構造改革
の施策に取り組んでおります。
当期の業績については、新規顧客の獲得や新規連結効果に加え、収益構造改革の進展

等により、売上高は前年同期より421億99百万円増（+9.4％）の4,903億44百万円で
過去最高を更新、営業利益は同35億91百万円増（+20.3％）の212億95百万円、経常
利益は同26億80百万円増（+14.5％）の211億43百万円、親会社株主に帰属する当期
純利益は同21億64百万円増（+22.5％）の117億83百万円でこれも過去最高を更新し、
３期ぶりに増収増益を達成しました。
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セグメント別の経営成績は、以下のとおりであります。

(物流事業)
主力の物流事業では、前述のとおり新規顧客の拡大、不採算拠点の収支改善、料金適

正化の進展等に加え、新たにグループ入りしたＳＢＳ ＮＳＫロジスティクス㈱、オラン
ダのブラックバードロジスティクスＢ.Ｖ.の新規連結寄与等により、当期における売上高
は前年同期より399億円増（+9.5％）の4,602億33百万円、営業利益は同26億67百万
円増（+28.9％）の118億88百万円となりました。

(不動産事業)
不動産事業は、開発事業と賃貸事業で構成されております。開発事業では、グループ

内でのサードパーティ・ロジスティクス（３ＰＬ）などの物流事業を推進するために、
顧客の物流ニーズに合った大型倉庫を土地の取得から建設まで一貫して行います。賃貸
事業では、グループが保有する倉庫、オフィスビル、レジデンス等から賃貸収益を得て
います。当社は、将来の投資に向け物流不動産を流動化し資金を回収しており、流動化
に伴い計上する収益は不動産事業に含めております。
当期の不動産流動化の主な実績として、当社連結子会社が所有する販売不動産（野田

瀬戸物流センターＡ棟）の信託受益権の一部譲渡等を実施しております。その結果、不
動産事業の売上高は前年同期より13億95百万円増（+7.8％）の193億31百万円、営業
利益は同10億28百万円増（+12.7％）の91億42百万円となりました。



物流事業 93.9％

不動産事業 3.9％

その他事業 2.2％■事業別売上高構成比

合 計

4,903億円

その他事業 3.1％■事業別営業利益構成比

物流事業 54.8％

不動産事業 42.1％
合 計

213億円
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(その他事業)
その他事業の主なものは、人材派遣事業、マーケティング事業、太陽光発電事業およ

び環境事業です。当期におけるその他事業の売上高は前年同期より９億２百万円増
（+9.1％）の107億78百万円、営業利益は同２億84百万円増（+73.0％）の６億75百万
円となりました。

（注）事業別営業利益構成比は、調整額を除いて計算しております。

② 設備投資等の状況
当期における設備投資等の総額は、139億74百万円となりました。物流施設の用地取

得や建設、車両の経常的な更新などの投資を実施しました。

③ 資金調達の状況
主として設備投資に必要な資金を、取引金融機関から長期借入金で191億円調達しま

した。一方で、長期借入金の約定返済と社債の償還に加え、短期借入金の返済が進んだ
結果、当期末における借入金残高は、前期末に比べて43億10百万減少し、963億40百
万円となりました。



455,481 11,732 295.39

296,898
92,172 1,772.04

431,911 10,056 253.20

301,317 102,592 2,003.63

448,145

317,287

9,619

112,948

242.19

2,221.18

■ 売上高（百万円） ■ 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）

■ 1株当たり純資産額（円）

■ 1株当たり当期純利益（円）

■ 純資産（百万円）■ 総資産（百万円）

第40期第37期 第38期 第39期 第40期第37期 第38期 第39期 第40期第37期 第38期 第39期

第40期第37期 第38期 第39期 第40期第37期 第38期 第39期 第40期第37期 第38期 第39期

490,344

346,852

11,783

126,553

296.69

2,435.25
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（2）財産および損益の状況の推移

区 分 第 37 期
（2022年12月期）

第 38 期
（2023年12月期）

第 39 期
（2024年12月期）

第 40 期
（当期）

（2025年12月期）
売 上 高（百万円） 455,481 431,911 448,145 490,344

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益（百万円） 11,732 10,056 9,619 11,783

１株当たり当期純利益 （円） 295.39 253.20 242.19 296.69

総 資 産（百万円） 296,898 301,317 317,287 346,852

純 資 産（百万円） 92,172 102,592 112,948 126,553

１株当たり純資産額 （円） 1,772.04 2,003.63 2,221.18 2,435.25
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（3）重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱ 2,128百万円 66.60% 物流事業（総合物流事業）
東芝物流（上海）有限公司 1,500千米ドル ※66.60 物流事業（国際物流事業）
東芝物流（杭州）有限公司 700千米ドル ※66.60 物流事業（国際物流事業）
東芝物流（大連）有限公司 850千米ドル ※66.60 物流事業（国際物流事業）
東芝物流（香港）有限公司 3,400千香港ドル ※66.60 物流事業（国際物流事業）
Toshiba Logistics (Singapore) Pte.Ltd. 790千シンガポールドル ※66.60 物流事業（国際物流事業）
Toshiba Logistics (Philippines) Corp. 11百万フィリピンペソ ※66.60 物流事業（国際物流事業）
Toshiba Logistics (Thailand) Co.,Ltd. 64百万タイバーツ ※66.60 物流事業（国際物流事業）
Toshiba Logistics Malaysia Sdn. Bhd. 1百万マレーシアリンギット ※66.60 物流事業（国際物流事業）
Toshiba Logistics Vietnam Co.,Ltd. 4,500百万ベトナムドン ※65.93 物流事業（国際物流事業）
Toshiba Logistics India Pvt. Ltd. 20百万インドルピー ※66.60 物流事業（国際物流事業）
Toshiba Logistics America, Inc. 500千米ドル ※66.60 物流事業（国際物流事業）
Toshiba Logistics Europe GmbH 1百万ユーロ ※66.60 物流事業（国際物流事業）
ＳＢＳリコーロジスティクス㈱ 448百万円 66.66 物流事業（総合物流事業）
RICOH LOGISTICS CORPORATION 300千米ドル ※66.66 物流事業（国際物流事業）
RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS(H.K)Ltd. 5百万香港ドル ※66.66 物流事業（国際物流事業）
理光国際貨運代理(深圳) 有限公司 7百万中国元 ※66.66 物流事業（国際物流事業）
SBS Logistics (Thailand) Co.,Ltd. 12百万タイバーツ ※32.67 物流事業（国際物流事業）
SBS Vietnam Co., Ltd. 2,279百万ベトナムドン ※66.60 物流事業（国際物流事業）
ＳＢＳグローバルネットワーク㈱ 50百万円 ※66.66 物流事業（通関事業）
ＳＢＳロジコム㈱ 101百万円 100.00 物流事業（総合物流事業）
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会 社 名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ＳＢＳフレイトサービス㈱ 100百万円 ※100.00 物流事業（総合物流事業）
ＳＢＳフレック㈱ 218百万円 66.01 物流事業（食品物流事業）
ブリヂストン物流㈱ 400百万円 66.60 物流事業（総合物流事業）
東和運輸㈱ 15百万円 ※66.60 物流事業（総合物流事業）
ＳＢＳ即配サポート㈱ 100百万円 100.00 物流事業（専門物流・環境事業）
ＳＢＳゼンツウ㈱ 83百万円 100.00 物流事業（食品物流事業）
ＳＢＳ ＮＳＫロジスティクス㈱ 90百万円 66.61 物流事業（総合物流事業）
ＳＢＳ古河物流㈱ 292百万円 66.60 物流事業（総合物流事業）
SBS Europe B.V. 100ユーロ 100.00 物流事業（国際物流事業）
Blackbird Logistics B.V. 18千ユーロ ※100.00 物流事業（国際物流事業）
Pyxis Logistics Solutions B.V. 968千ユーロ ※100.00 物流事業（国際物流事業）
De Zwaluw Logistiek B.V. 18千ユーロ ※100.00 物流事業（国際物流事業）
De Zwaluw Shipping B.V. 18千ユーロ ※100.00 物流事業（国際物流事業）
Maasvlakte Customs Service B.V. 1千ユーロ ※100.00 物流事業（国際物流事業）
Transmission Hoorn B.V. 60千ユーロ ※100.00 物流事業（国際物流事業）
ＳＢＳスタッフ㈱ 70百万円 100.00 人材事業
ＳＢＳファイナンス㈱ 150百万円 100.00 リース・販売事業、保険代理事業
マーケティングパートナー㈱ 10百万円 100.00 マーケティング事業
ＳＢＳアセットマネジメント㈱ 160百万円 100.00 不動産事業
（注）1. ※印は間接保有を含んだ比率であります。

2. SBSリコーロジスティクス㈱は、2026年1月1日付でSBSネクサード㈱に商号変更しております。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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（4）対処すべき課題
長期化するロシアのウクライナ侵攻、米国による中南米への軍事介入など地政学リスク

の高まりに加え、内向き志向を強める米国の通商政策や鉱物資源などを巡る経済安全保障
上の摩擦を背景に世界的な政治・経済の分断が進んでおり、物流を含めたサプライチェー
ンは地球規模での再構築を迫られています。国内でも、人件費や資材価格をはじめとする
インフレの進行、日銀の金融政策や財政拡張懸念に起因する金利の上昇などにより、物流
企業を取り巻く経営環境の先行き不透明感が強まっています。
このような中、当社グループは、当事業年度を最終年度とした３カ年経営計画「ＳＢＳ

Next Stage 2025」のもと、社会インフラを担う企業として一歩先の成長ステージの到達
を目指し邁進してまいりました。さらに、2030年度に向けてはその取り組みの成果刈り取
りを最大化すべく、より利益重視の成長目標を掲げた次期中期経営計画「Harmonized
Growth 2030」を策定しました。事業環境の激しい変化をむしろ飛躍の好機ととらえ、人
工知能（AI）革命にともなう物流革新にも挑むことで、“ロジスティクス×ＩＴ” をテコに
業界トップティアの地位を固め、あらゆる顧客の物流ニーズに応えながら社会と共生し信
頼される企業を目指してまいります。
次期中期経営計画においても、中核に位置づける３ＰＬ事業の推進、成長が期待できる

海外での事業拡大、および国内外において市場拡大が続くインターネット通販（Ｅコマー
ス事業）への注力を成長戦略の３本柱とするとともに、非連続な成長についてもこれまで
同様、積極的に追求してまいります。持続的成長を実現するため、当社グループにとって
競争優位性が高い事業領域とM&Aに経営資源を集中配分するとともに、それらを支える事
業基盤の強靭化にも取り組み、３ＰＬ・Ｅコマース事業をけん引する物流人材や海外展開
に備えたグローバル人材の育成、物流施設の開発や将来のイノベーションを見据えたＬＴ
の実装を加速します。同時に、物流事業のベースを支えるドライバーをはじめ人的資本の
充実を重要な経営課題と捉え、そのための人事制度の整備、優秀な人材の採用とリスキリ
ングを促進させるほか、社員一人ひとりが働きがい・誇り・生きがいを持てる環境作りに
努めてまいります。
物流企業としての社会的責任を果たすため、交通事故の防止や作業の安全確保などの安

全対策はもちろん、エコドライブの推進や車両・施設に関わる環境負荷の軽減などの地球
環境の保全策にも積極的に取り組みます。さらに内部統制、コンプライアンス、リスク管
理の徹底によりコーポレートガバナンス体制を強化することを通じ、グループ全体でサス
テナビリティ経営を実践し持続可能な社会への貢献と企業価値向上の両立を図ってまいり
ます。
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（5）主要な事業内容（2025年12月31日現在）
当社は、グループ会社の株式を保有することにより事業活動の支配および管理をする持株

会社であり、当社および連結子会社50社で構成されております。
なお、当社グループの主な事業内容は、次のとおりであります。

事 業 区 分 事 業 内 容

物 流 事 業
トラック輸送、鉄道利用運送、低温物流、国際物流、通関、物流センター運
営、流通加工、企業向け即配便、個人宅配などの事業とこれらの事業を一括
受託する３ＰＬ・４ＰＬ事業、物流コンサルティング事業およびこれらに付
帯する事業

不 動 産 事 業 所有する施設を倉庫、オフィス、住居などの用途として賃貸する事業および
物流施設の開発・流動化事業

そ の 他 事 業 人材派遣、環境、マーケティング、太陽光発電などの事業
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（6）主要な事業所（2025年12月31日現在）
事 業 区 分 会 社 名 所 在 地

持 株 会 社 ＳＢＳホールディングス㈱ 東京都新宿区

物 流 事 業

ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱ 東京都新宿区
東芝物流（上海）有限公司 中国 上海市外高橋
東芝物流（杭州）有限公司 中国 杭州市
東芝物流（大連）有限公司 中国 大連市
東芝物流（香港）有限公司 中国 香港
Toshiba Logistics (Singapore) PTE. LTD. シンガポール
Toshiba Logistics (Philippines) Corp. フィリピン ラグナ州
Toshiba Logistics (Thailand)Co.,Ltd. タイ パトゥムターニー県
Toshiba Logistics Malaysia Sdn. Bhd. マレーシア ペナン州
Toshiba Logistics Vietnam Co.,Ltd. ベトナム ホーチミン市
Toshiba Logistics India Pvt. Ltd. インド ハリヤナ州
Toshiba Logistics America, Inc. 米国 カリフォルニア州
Toshiba Logistics Europe GmbH ドイツ ヴァイターシュタット
ＳＢＳリコーロジスティクス㈱ 東京都新宿区
RICOH LOGISTICS CORPORATION 米国 カリフォルニア州
RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS (H.K) Ltd. 中国 香港
理光国際貨運代理 (深圳) 有限公司 中国 深圳市
SBS Logistics (Thailand) Co.,Ltd. タイ バンコク都
SBS Vietnam Co., Ltd. ベトナム ホーチミン市
ＳＢＳグローバルネットワーク㈱ 東京都新宿区
ＳＢＳロジコム㈱ 東京都新宿区
ＳＢＳフレイトサービス㈱ 神奈川県横浜市
ＳＢＳフレック㈱ 東京都新宿区
ブリヂストン物流㈱ 東京都小平市
ＳＢＳ即配サポート㈱ 東京都江東区
ＳＢＳゼンツウ㈱ 東京都新宿区
SBS NSKロジスティクス㈱ 東京都新宿区
ＳＢＳ古河物流㈱ 東京都新宿区
Blackbird Logistics B.V. オランダ ブロッカー

不 動 産 事 業 ＳＢＳアセットマネジメント㈱ 東京都新宿区

そ の 他 事 業
ＳＢＳスタッフ㈱ 東京都新宿区
ＳＢＳファイナンス㈱ 東京都新宿区
マーケティングパートナー㈱ 東京都新宿区
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（7）使用人の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前 期 末 比 増 減

物 流 事 業 11,324名 （13,144名） 995名増 （690名増）

不 動 産 事 業 11名 （0名） 1名増 （−）

そ の 他 事 業 174名 （75名） 6名増 （24名減）

全 社 263名 （51名） 11名増 （7名減）

合 計 11,772名 （13,270名） 1,013名 （659名増）

（注）使用人数は就業員数であり、パートおよび契約社員等は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載してお
ります。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

310名（195名） 18名増（57名増） 45.1歳 5.9年

（注）1. 使用人数は就業員数であり、パートおよび契約社員等は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載し
ております。

2. 平均年齢、平均勤続年数には、グループ各社から当社への出向者を含んでおりません。

（8）主要な借入先および借入額（2025年12月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高 （百万円）

㈱三菱UFJ銀行 17,829

㈱三井住友銀行 14,980

㈱みずほ銀行 10,853

農林中央金庫 8,281

三井住友信託銀行㈱ 6,760

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2. 会社の現況
（1）株式の状況（2025年12月31日現在）

① 発行可能株式総数 154,705,200株
② 発行済株式の総数 39,718,200株
③ 株主数 4,206名 （前期末比 951名減)
④ 単元株式数 100株
⑤ 大株主(上位10名）

株 主 名 所 有 株 式 数 持株比率
株 ％

㈱鎌田企画 19,688,400 49.57

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 2,924,900 7.36

㈱日本カストディ銀行（信託口） 1,662,700 4.18

ＳＢＳホールディングス従業員持株会 1,240,700 3.12

和佐見 勝 1,078,600 2.71

東武不動産㈱ 1,001,000 2.52
ＣＥＰＬＵＸ− ＴＨＥ ＩＮＤＥＰＥＮＤＥＮＴ
ＵＣＩＴＳ ＰＬＡＴＦＯＲＭ ２

967,700 2.43

大内 純一 501,400 1.26

㈱ばんせい総合研究所 410,000 1.03

ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ 304,975 0.76

（注） 持株比率は、自己株式833株を控除して計算し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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（2）会社役員の状況
① 取締役の状況（2025年12月31日現在）
会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 鎌 田 正 彦

経営全般担当
ＳＢＳロジコム㈱ 代表取締役社長
ＳＢＳ即配サポート㈱ 代表取締役
公益財団法人ＳＢＳ鎌田財団 代表理事
㈱鎌田企画 代表取締役
公益財団法人鎌田記念財団 代表理事

取 締 役 星 秀 一
サステナビリティ推進部担当
専務執行役員
ＳＢＳフレック㈱ 代表取締役 会長執行役員・CEO

取 締 役 泰 地 正 人 監査部・人事部・総務部・物流品質管理部担当
常務執行役員

取 締 役 田 中 康 仁 経営企画部・事業開発部・法務室担当
常務執行役員

取 締 役 五 味 夏 樹
最高財務責任者(CFO)
IR広報部・財務部・経理部担当
執行役員

取 締 役 若 松 勝 久
グループ事業戦略部・Ｅコマース事業推進部担当
執行役員
ＳＢＳリコーロジスティクス㈱
代表取締役 社長執行役員

取 締 役 岩 﨑 二 郎 ルネサスエレクトロニクス㈱ 社外取締役

取 締 役 小 杉 善 信
日本テレビ放送網㈱ 顧問
㈱読売新聞グループ本社 社外監査役
リゾートトラスト㈱ 社外取締役

取 締 役 関 根 千 津
㈱KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役（監査等委員）
アールバイロジェン㈱ 社外取締役
蝶理㈱ 社外取締役

取 締 役
（常勤監査等委員） 川 井 裕 也

ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱ 監査役
ＳＢＳリコーロジスティクス㈱ 監査役
ＳＢＳロジコム㈱ 監査役
ＳＢＳフレック㈱ 監査役
ブリヂストン物流㈱ 監査役
ＳＢＳゼンツウ㈱ 監査役
ＳＢＳ ＮＳＫロジスティクス㈱ 監査役
ＳＢＳ古河物流㈱ 監査役



― 36 ―

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

取 締 役
（監 査 等 委 員） 辻 さ ち え

公認会計士
㈱ビズサプリ 代表取締役
一般社団法人日本公認不正検査士協会 理事
大塚ホールディングス㈱ 社外監査役

取 締 役
（監 査 等 委 員） 鷲 尾 英一郎 公認会計士、税理士、行政書士

（注）1. 取締役岩﨑二郎、取締役小杉善信、取締役関根千津、取締役辻さちえおよび取締役鷲尾英一郎の５氏
は、社外取締役であります。

2. 当社は、監査等の環境を整備し、社内の情報を収集するとともに、内部統制システムの構築・運用の
状況を日常的に監視・検証するため、常勤の監査等委員を選定しております。

3. 監査等委員である取締役辻さちえおよび取締役鷲尾英一郎の２氏は、以下のとおり財務および会計に
関する相当程度の知見を有しております。
（1）辻さちえ氏は、公認会計士の資格を有しております。
（2）鷲尾英一郎氏は、公認会計士および税理士の資格を有しております。

4. 当社は、取締役岩﨑二郎、取締役小杉善信、取締役関根千津、取締役辻さちえおよび取締役鷲尾英一
郎の５氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、届け出ております。

5. 取締役遠藤隆および取締役松本正人の２氏は、2025年3月25日開催の第39期定時株主総会終結の時
をもって、任期満了により退任しております。

6. ＳＢＳリコーロジスティクス㈱は、2026年１月１日付でＳＢＳネクサード㈱に商号変更しておりま
す。

② 役員の報酬等の額
イ．当期に係る報酬等の総額

役員区分
報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる

役員の員数

(名)
基本報酬 業績報酬 非金銭報酬等

監査等委員でない取締役
（うち社外取締役）

133
（20）

124
（20）

9
（ー）

ー
（ー）

9
（3）

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

31
（14）

31
（14）

ー
（ー）

ー
（ー）

5
（3）

合 計 164
（34）

155
（34）

9
（ー）

ー
（ー）

14
（6）

(注) 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）には、上記の表中の報酬とは別に子会社からの役員報
酬として35百万円が支給されております。
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ロ．取締役の業績連動報酬に関する事項
業績報酬は、会社業績との連動性を高め、かつ客観性および透明性を高めるために評

価の基本を「連結営業利益」としております。業績報酬の額は、取締役会で決定した
「取締役の報酬内規」（以下「取締役報酬内規」という。）の定めにもとづき、連結営業
利益の目標達成に応じた定量ポイントと役位ごとに求められる役割、機能、責任、実績
を評価した定性ポイントの合計に、役位ごとの基準額を乗じて算定しております。
なお、当期における業績連動報酬に係る指標である2024年12月期の連結営業利益の

目標は「13,971百万円」（不動産売却益を除く。）であり、実績は「10,306百万円」
（不動産売却益を除く。）となっております。

ハ．役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役報酬の決定に関する株主総会の決議の日は、2021年３月25日であり、

同日付での監査等委員会設置会社への移行にともない、監査等委員でない取締役の報酬
額は年額200百万円以内（うち社外取締役分は年額40百万円以内）、また監査等委員で
ある取締役の報酬額は年額50百万円以内と決議されております。
なお、当時の員数は、監査等委員でない取締役は10名（うち社外取締役は３名）、監

査等委員である取締役は３名です。

ニ．取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項
当社では、2021年３月25日開催の第35期定時株主総会において、監査役会設置会

社から監査等委員会設置会社に移行しており、監査等委員会設置会社への移行を機に、
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額またはその算定方法にかかる
決定に関して、取締役会において以下の方針を決議しております。
なお、取締役報酬は、年額を12等分し月例（４月から翌年３月）で支給しておりま

す。
ⅰ）当社の業務執行をする取締役

当社の業務執行をする取締役の報酬制度については、業績および株主価値の向上
とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図ることを目的としてお
り、報酬体系は、取締役報酬内規の定めに従い、役位ごとに定められた基本報酬と
会社業績と連動した業績報酬から構成され、報酬総額に対する業績報酬の割合が15
％前後となるよう設定されております。
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ⅱ）子会社の代表取締役を兼務する取締役
子会社の代表取締役を兼務する取締役の業績評価は当該子会社において行われて

おりますので、当社における報酬は、取締役報酬内規にもとづく基本報酬のみとし
ております。

ⅲ）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、取締役報酬内規にもと

づく基本報酬のみとしております。

ホ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬については、代表取締役社長鎌田

正彦が、取締役会の一任を受けたうえで、取締役報酬内規に従って各取締役の報酬案を
策定し、監査等委員会および社外取締役に意見を求めたうえで決定しております。権限
を委任した理由は、長年にわたり当社および当社グループの経営を担っている代表取締
役社長が、全体の業績を俯瞰したうえで、各取締役の担当職務の実績を評価することが
最も適しているからであります。なお、取締役会は当期の取締役の個人別の報酬の内容
が、業績を考慮するとともに、取締役報酬内規に従って適切に決定されたものと判断し
ております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決

定することとしております。
なお、当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化

し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置してお
り、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬については、代表取締役社長
が取締役会の一任を受けたうえで、取締役会からの諮問に対する指名・報酬委員会の答
申の内容を尊重して判断しております。また、監査等委員である取締役の報酬について
は、取締役会からの諮問に対する指名・報酬委員会の答申の内容を尊重して、監査等委
員である取締役全員の協議により（監査等委員である取締役全員の合意がある場合には
監査等委員会において）判断しております。
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③ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
・取締役岩﨑二郎氏は、ルネサスエレクトロニクス㈱の社外取締役でありますが、当
社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・取締役小杉善信氏は、日本テレビ放送網㈱の顧問、㈱読売新聞グループ本社の社外
監査役およびリゾートトラスト㈱の社外取締役でありますが、当社とこれらの兼職先
との間には特別の関係はありません。
・取締役関根千津氏は、㈱KOKUSAI ELECTRICの社外取締役（監査等委員）、アールバイ
ロジェン㈱の社外取締役および蝶理㈱の社外取締役でありますが、当社とこれらの兼職
先との間には特別の関係はありません。
・取締役（監査等委員）辻さちえ氏は、㈱ビズサプリの代表取締役、一般社団法人日
本公認不正検査士協会の理事および大塚ホールディングス㈱の社外監査役でありま
すが、当社とこれらの兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ．当期における主な活動状況
社 外 役 員 活 動 状 況

取締役 岩 﨑 二 郎
当期に開催された取締役会14回すべてに出席し、必要に応じ、長年にわ
たる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い見識からの発言を
行っており、期待された役割を果たしております。

取締役 小 杉 善 信
当期に開催された取締役会14回中13回に出席し、必要に応じ、長年にわ
たる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い見識からの発言を
行っており、期待された役割を果たしております。

取締役 関 根 千 津
社外取締役就任後に開催された取締役会10回すべてに出席し、必要に応
じ、長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い見識
からの発言を行っており、期待された役割を果たしております。

取締役
（監査等委員） 辻 さ ち え

当期に開催された取締役会14回すべて、監査等委員会14回すべてに出席
し、公認会計士としての専門的知識・経験に加え、内部統制、内部監査、
コンプライアンスに関する専門的な知見からの発言を行っており、期待さ
れた役割を果たしております。

取締役
（監査等委員） 鷲 尾 英一郎

社外取締役（監査等委員）就任後に開催された取締役会10回すべて、社
外取締役（監査等委員）就任後に開催された監査等委員会10回すべてに
出席し、公認会計士としての専門的知識・経験に加え、衆議院議員として
培った豊富な経験と幅広い見識からの発言を行っており、期待された役割
を果たしております。

（注） 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第26条の規定にもとづく取締役会決
議があったとみなす書面決議が2回ありました。
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④ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定にもとづき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、金５百万円または法令の定める最

低責任限度額のいずれか高い額としております。

⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で、当社役員および会社法上の子会社の役員ならびに執行役員、

管理監督責任のある従業員を被保険者とした会社法第430条の３第１項に規定する役員
等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと、

および当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保
険契約により保険会社が補填するものであり、１年毎に契約更新しております。
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（3）会計監査人に関する事項
① 名称 ＥＹ新日本有限責任監査法人

② 会計監査人の報酬等の額
支 払 額

当期に係る会計監査人の報酬等の額 125百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 175百万円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法にもとづく監査と金融商品取引法にもとづく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当期に係る会計
監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 当社の重要な海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国に
おけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けております。

③ 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬見積り金

額の算定根拠について検討した結果、上記の金額に同意いたしました。

④ 非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、リ

ースに関する会計基準の適用に係る助言業務について対価を支払っております。

⑤ 解任または不再任の決定の方針
当社監査等委員会は、会計監査人が会計監査を適切に遂行できないと判断されるとき、

その他その必要があると判断した場合は、監査等委員会が当該会計監査人の解任または不
再任に係る議案の内容を決定のうえ、取締役会が株主総会に提出します。また、監査等委
員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に記載のいずれかに該当すると認められ
た場合は、監査等委員全員の同意にもとづき、会計監査人を解任することができます。
会計監査人を解任した場合は、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招

集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と理由を報告いたします。
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（4）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
① 当社および当社グループ会社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適

合することを確保するための体制
イ．当社および当社グループ会社は、「ＳＢＳグループコンプライアンス規程」にもとづ

き、取締役および従業員に対して、法令および定款ならびに社内諸規程などの遵守を
徹底しております。また、コンプライアンスに関する会議などの活動をとおしてコン
プライアンス体制の維持・向上を推進しております。

ロ．当社および当社グループ会社は、「取締役会規則」をはじめとする社内諸規程を整備
し、取締役および従業員の行動や意思決定が、法令および定款に違反することのない
体制としております。

ハ．当社は、財務報告の信頼性を確保するために、「財務報告の基本方針」に定める原則
を適切に実行し、財務報告に係る内部統制の適正かつ効率的な体制を構築しておりま
す。

ニ．当社で内部監査を担当する監査部は監査等委員と密接に連携を保ち、当社および当社
グループ会社の業務監査にあたるものとし、業務監査において重大なコンプライアン
ス違反やその他不当な事実を発見した場合は、当社の担当取締役および当該グループ
会社の代表者などへ報告することとしております。
なお、緊急の事案については、「ＳＢＳグループコンプライアンス会議」へ事実関係
の調査の実施勧告や監査等委員会へ臨時の取締役会の開催を提案するなど、適切な措
置を講ずる体制としております。

ホ．当社および当社グループ会社の従業員などが、コンプライアンス違反やその他不当な
事実に関して、その事実を知ったときは、内部通報制度に定める通報先へ連絡するこ
ととしております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
イ．当社は、取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。）は、「文書管理規程」、
「機密文書管理規程」および「ＳＢＳグループ情報セキュリティポリシー」にもとづ
いて保管・管理し、業務上必要な場合は、閲覧・謄写できることとしております。

ロ．当社は、取締役の職務執行に係る情報の保存年限を「文書管理規程」において定めて
おり、法令により定められた保存年限があるものについては、それ以上の期間を保存
期限として定めております。
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③ 当社および当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程とその他の体制
イ．当社および当社グループ会社は、「ＳＢＳグループリスク管理規程」にもとづき、部

門ごとに対応すべきリスクを洗い出してその対応策を実行し、リスクによる損害や損
失の予防と最小化を図っております。また、グループのリスク管理に関する会議体を
設置し、リスク対応策の進捗状況の確認や実施結果に対する検証・評価を行っており
ます。

ロ．当社は、物流品質の向上を目指して専門部署を設置し、当社および当社グループ会社
における自動車事故の防止などにあたるほか、国土交通省が定める「運輸安全マネジ
メント制度」にもとづく安全管理体制を導入し、事故防止に取り組んでおります。ま
た、物流業務の改善をとおして安全性の向上に取り組んでおります。

ハ．当社および当社グループ会社の大規模地震などへの危機管理対策は、事業継続計画に
もとづいて対策本部の設置や各対策チームによる初動対応および事業復旧への対応な
ど、事業の継続に向けた活動を実施することとしております。また、自然災害以外の
危機管理対策も事業継続計画に準じて対策を講ずることとしております。

④ 当社および当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する
ための体制

イ．当社および当社グループ会社は、「取締役会規則」、「職務権限規程」、「稟議規程」を
はじめとする社内諸規程にもとづく意思決定のルールにより、適正かつ効率的な職務
執行を行う体制としております。

ロ．当社および当社グループ会社は、毎期初に当該事業年度の事業計画を策定し、毎月開
催する取締役会などで、その進捗状況を確認・評価する体制としております。また、
緊急の課題が生じた場合や市場環境の変化にも即座に対応できる体制としておりま
す。

⑤ 当社グループ会社の取締役などの職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
イ．当社グループ会社は、自社の事業経過および財産の状況、その他の重要な事項につい

て定期的に当社へ報告し、当社と情報の共有を図っております。
ロ．当社グループ会社が重要な意思決定を行う場合は、その意思決定に際して「関係会社

管理規程」、その他関連諸規程にもとづき当社の所管部門と事前協議を行い、所定の
決裁を受ける体制としております。



― 44 ―

⑥ 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項
当社は、監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、「監査

等委員スタッフ」を選任し、配置することとしております。

⑦ 上記の使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関
する事項

イ．当社は、監査等委員スタッフへの指示・命令は、監査等委員会とし、監査等委員スタッフは、
他の業務を兼務してはならないと定めております。

ロ．当社は、監査等委員スタッフの任命、人事評価、人事異動および懲戒等の人事権に関
わる事項の決定にあたっては、監査等委員会の意見を尊重して決定することとしてお
ります。

⑧ 当社および当社グループ会社の取締役等および従業員が当社の監査等委員に報告するた
めの体制

イ．当社および当社グループ会社の取締役等および従業員は、コンプライアンスに違反す
る事実や会社に著しい損害を与える可能性のある事実を知り得たときは、その事実を
速やかに当社の監査等委員に報告することとしております。

ロ．当社および当社グループ会社の取締役等および従業員は、当社の監査等委員から業務
執行に関する事項について報告を求められた場合は、速やかに報告をすることとして
おります。

⑨ 上記の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないこ
とを確保するための体制
当社および当社グループ会社は、上記の報告をした取締役等および従業員などに対し

て、当該報告をしたことを理由に不利益な取り扱いをしてはならないと「ＳＢＳグループ
内部通報規程」で定めております。
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⑩ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務
の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行において生ずる費用の前払い、または償還などを

求めた場合は、速やかに処理することとしております。

⑪ 監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．当社は、監査等委員が取締役会以外の重要な会議に出席することができるほか、各種

の会議議事録、その他の文書を閲覧することができることとしております。
ロ．代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題などについて

意見交換を行うこととしております。
ハ．当社は、監査等委員が会計監査人と定期的に会合を持ち、緊密な連携を保つととも

に、必要に応じて会計監査人に報告を求めることができることとしております。

⑫ 反社会的勢力排除に向けた基本的体制
当社および当社グループ会社は、「ＳＢＳグループ行動憲章」、「ＳＢＳグループ企業倫

理規程」および「ＳＢＳグループ反社会的勢力対策規程」を遵守することにより、市民社
会に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ちませ
ん。
また、反社会的勢力から不当な要求等があった場合は、顧問弁護士・警察等と連携し対

応する体制としております。

（5）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 内部統制システム全般

当社グループでは、適正で効率的な事業運営を行うために、コーポレート・ガバナンス
の強化に努めるとともに、「ＳＢＳグループ内部統制の基本方針」にもとづき、内部統制
システムの充実に取り組んでおります。
なお、内部統制システム全般の具体的な整備・運用状況は監査部がモニタリングし、そ

の結果を受けて改善に取り組んでおります。また、金融商品取引法にもとづく「財務報告
に係る内部統制の有効性の評価」は、当社および当社グループ会社において自己点検を行
ったうえで、監査部による第三者評価を受けております。
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② コンプライアンス
当社の内部通報制度は、社内窓口と監査等委員への直接窓口および弁護士の社外窓口の

３つの相談窓口を設けており、当社および当社グループの従業員が活用できる体制を整え
ております。
なお、各窓口に寄せられた相談は、「ＳＢＳグループコンプライアンス会議」（当期は２

回開催）の中で、法令違反や不正行為事例として報告するほか、当社および当社グループ
会社の従業員を対象に実施する階層別研修の教材として活用するなど、当社グループ全体
でコンプライアンスへの意識向上へ継続的に取り組んでおります。また、当社および当社
グループ会社の従業員に対する周知活動を継続して行っております。

③ リスク管理
当社および当社グループ会社は、「ＳＢＳグループリスク管理規程」にもとづき、部門

ごとに対応すべきリスクを洗い出し、その対応策を実施し、リスクの顕在化による損害や
損失の予防と最小化を図っております。また、「ＳＢＳグループリスク管理会議」（当期は
２回開催）は、当社および当社グループ会社のリスク対応策の進捗状況の確認や実施結果
に対する検証・評価を行い、その結果を「ＳＢＳグループサステナビリティ推進委員会」
へ報告し、承認を得ております。

④ グループ会社経営管理
当社は、グループ会社の重要な意思決定を「関係会社管理規程」にもとづき、当社の所

管部門と事前協議のうえ、承認または報告を受けることとしております。また、監査部
は、「ＳＢＳグループ内部監査規程」にもとづきグループ会社に対して内部監査を実施し、
グループの経営方針および諸規程に準拠した企業活動や組織運営が効率的に行われている
かを検証・評価し、助言を行っております。
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⑤ 取締役の職務執行
当社は、「取締役会規則」にもとづき、原則、月１回の取締役会を開催し法令または定

款に定められた事項および経営上の重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行
の監督を行っております。また、社外取締役を５名選任し、当社取締役の職務執行の監督
機能の強化を図っております。
なお、当期においては取締役会を14回開催したほか、会社法第370条および当社定款

第26条の規定にもとづき、取締役会の決議があったとみなす書面決議を２回行っており
ます。

⑥ 監査等委員
当社の監査等委員は、取締役会や重要な会議への出席をとおして当社グループの内部統

制の整備状況や運用状況の確認を行うとともに、健全な経営体制と効率的な運用を行うた
めの助言を行っております。また、監査等委員は、会計監査人、監査部など内部統制に係
る組織との情報交換を行い、連携を保ちながら監査の実効性を確保しております。
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3. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要施策のひとつと位置づけ、より強固な経営基

盤の構築のために内部留保の充実を図るとともに、中長期的な企業価値向上に向けた成長投資
や財務健全性の維持を前提とし、安定的な配当実施と業績に応じた配当水準の向上に努めるこ
とを利益配分に関する基本方針としております。
当社は、上記の基本方針のもと、当期の業績および財務の状況などを総合的に勘案し、以下

のとおり、当社普通株式１株あたりの普通配当を金90円といたします。これは、前期に比べ
20円の増配となります。
配当財産の種類 金銭
配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当社普通株式１株につき
配当総額

金90円
3,574,563,030円

剰余金の配当が効力を生ずる日 2026年３月13日
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
リース債権及びリース投資資産
棚 卸 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
顧 客 関 連 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

155,066
22,553
73,236
881

40,227
18,421
△254

191,786
110,015
21,528
17,783
54,407
9,547
947

5,801
49,589
11,917
29,313
8,357

32,182
17,777
11,796
2,652
△44

流 動 負 債
支 払 手 形 及 び 買 掛 金
電 子 記 録 債 務
短 期 借 入 金
１年内返済予定の長期借入金
未 払 金
未 払 費 用
リ ー ス 債 務
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
長 期 預 り 保 証 金
リ ー ス 債 務
退 職 給 付 に 係 る 負 債
繰 延 税 金 負 債
資 産 除 去 債 務
そ の 他

129,941
38,116
6,056
20,626
26,674
8,480
10,590
2,183
3,999
4,933
3,214
5,065

90,358
49,040
4,941
8,190
8,711
14,450
3,787
1,236

負 債 合 計 220,299
純 資 産 の 部

株 主 資 本 90,538
資 本 金 3,920
資 本 剰 余 金 148
利 益 剰 余 金 86,470
自 己 株 式 △1

その他の包括利益累計額 6,183
その他有価証券評価差額金 1,428
為 替 換 算 調 整 勘 定 3,012
退職給付に係る調整累計額 1,742

非 支 配 株 主 持 分 29,831
純 資 産 合 計 126,553

資 産 合 計 346,852 負 債 及 び 純 資 産 合 計 346,852
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連 結 損 益 計 算 書

（2025
2025

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 490,344
売 上 原 価 434,604

売 上 総 利 益 55,740
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 34,444

営 業 利 益 21,295
営 業 外 収 益

受 取 利 息 112
受 取 配 当 金 119
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 1,535
そ の 他 379 2,145

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,513
そ の 他 784 2,297
経 常 利 益 21,143

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1,256
投 資 有 価 証 券 売 却 益 261
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 284 1,802

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 9
固 定 資 産 除 却 損 166
減 損 損 失 2,262
そ の 他 77 2,516

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 20,430
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,507
法 人 税 等 調 整 額 △549 6,957
当 期 純 利 益 13,473
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,689
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 11,783
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連結株主資本等変動計算書
（2025

2025
年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

2025年１月１日 期首残高 3,920 2,651 77,458 △1 84,029
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,780 △2,780
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 11,783 11,783

連結及び持分法適用範囲の変動 − − △0 − △0

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 − △2,503 − − △2,503

非連結子会社との合併による増減 − − 9 − 9

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 − △2,503 9,012 − 6,508
2025年12月31日 期末残高 3,920 148 86,470 △1 90,538

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主 持 分

純 資 産
合 計

そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に係る調整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

2025年１月１日 期首残高 1,448 1,857 884 4,190 24,728 112,948
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,780
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 11,783

連結及び持分法適用範囲の変動 − − − − − △0

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 − − − − − △2,503

非連結子会社との合併による増減 − − − − − 9

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） △19 1,154 857 1,993 5,102 7,095

連結会計年度中の変動額合計 △19 1,154 857 1,993 5,102 13,604
2025年12月31日 期末残高 1,428 3,012 1,742 6,183 29,831 126,553
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連結注記表
1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況
・連結子会社の数 50社
・主要な連結子会社の名称 ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱、東芝物流（上海）有限公司、東芝物流

（杭州）有限公司、東芝物流（大連）有限公司、東芝物流（香港）有限
公 司、Toshiba Logistics (Singapore) Pte.Ltd.、 Toshiba Logistics
(Philippines) Corpration、Toshiba Logistics (Thailand) Co., Ltd.、
Toshiba Logistics Malaysia Sdn. Bhd.、Toshiba Logistics
Vietnam Co., Ltd.、Toshiba Logistics India Pvt. Ltd.、Toshiba
Logistics America Inc.、Toshiba Logistics Europe GmbH、ＳＢＳ
リコーロジスティクス㈱、RICOH LOGISTICS CORPORATION、
RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS(H.K) Ltd.、理光国際貨運代理
(深圳)有限公司、SBS Logistics (Thailand) Co.,Ltd.、SBS Vietnam
Co., Ltd.、ＳＢＳグローバルネットワーク㈱、ＳＢＳロジコム㈱、ＳＢ
Ｓフレイトサービス㈱、ＳＢＳフレック㈱、ブリヂストン物流㈱、東和
運輸㈱、ＳＢＳ即配サポート㈱、ＳＢＳゼンツウ㈱、ＳＢＳ NSKロジ
スティクス㈱、ＳＢＳ古河物流㈱、ＳＢＳスタッフ㈱、ＳＢＳファイナ
ンス㈱、マーケティングパートナー㈱、ＳＢＳアセットマネジメント
㈱、SBS Europe B.V.、De Zwaluw Logistiek B.V.
第２四半期連結会計期間より、SBS Europe B.V.について重要性が増し
たため、連結の範囲に含めております。また、第２四半期連結会計期間
より、新たに株式を取得したBlackbird Logistics B.V.及び同社の子会
社５社を連結の範囲に含めております。
当第４四半期連結会計期間より、新たに株式を取得したブリヂストン物
流㈱及び同社の子会社１社を連結の範囲 に含めております。
なお、ＳＢＳリコーロジスティクス㈱は2026年1月1日付でＳＢＳネク
サード㈱に商号変更しております。

② 非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 ㈱ＥＭＣ、㈱アイアンドアイ、ＳＢＳ自動車学校㈱、SBS Logistics

Singapore Pte. Ltd.、Atlas Logistics Pvt. Ltd.
・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社はいずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等
は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の
範囲から除いております。
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（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社の状況
・持分法適用の非連結子会社または関連会社数

１社
・主要な会社等の名称 ㈱ゼロ

② 持分法を適用していない非連結子会社および関連会社の状況
・主要な会社等の名称 ㈱ＥＭＣ、㈱アイアンドアイ、ＳＢＳ自動車学校㈱、SBS Logistics

Singapore Pte. Ltd.、TAS Logistics Co., Ltd.、Atlas Logistics Pvt.
Ltd.

・持分法を適用しない理由 当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等
に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持
分法の適用範囲から除いております。

（3）連結子会社および関連会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、Toshiba Logistics India Pvt. Ltd.の決算日は３月31日であり、連結計算書類の作成

にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算にもとづく計算書類を使用しております。
また、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
持分法適用会社である㈱ゼロの決算日は６月30日であり、連結計算書類の作成にあたっては、９月30日

現在で仮決算を実施しております。また、連結決算日との間に生じた重要な取引につき、連結上必要な調整
を行っております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準および評価方法
イ．有価証券
・その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

連結会計年度末の市場価格等にもとづく時価法（評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）によってお
ります。

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法によっております。
ロ．デリバティブ 時価法によっております。

なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引については振当処理
を採用し、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については
特例処理を採用しております。

ハ．棚卸資産 通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によってお
ります。

・仕掛販売用不動産 個別法
・販売用不動産 個別法
・販売用不動産信託受益権 個別法
・商品及び製品 先入先出法
・原材料及び貯蔵品 主に最終仕入原価法
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産
（リース資産を除く）

主に定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ２〜50年
機械装置及び運搬具 ２〜20年
工具、器具及び備品 ２〜20年

ロ．無形固定資産
（リース資産を除く）

自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年以
内）にもとづく定額法、顧客関連資産については効果の及ぶ期間（18〜
30年）にもとづく定額法、その他の無形固定資産については定額法によ
っております。

ハ．リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証がある場合は当該
金額）とする定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 当社および一部の連結子会社では、従業員の賞与支給に備えるため、将
来の支給見込額のうち当連結会計年度末の負担額を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間
に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年お

よび15年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（３〜11年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理し
ております。

ハ．小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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⑤ 重要な収益および費用の計上基準
当社および連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内

容および当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま
す。

イ．物流事業
物流事業では、トラック輸送、鉄道利用輸送、低温物流、国際物流、物流センター運営、流通加工、

企業向け即配便、個人宅配などの物流サービス、これらの事業を一括受託する３ＰＬならびに４ＰＬサ
ービス、物流コンサルティングサービス、およびこれらに付帯するサービスを顧客に提供しておりま
す。これらのサービスについては、原則として一定期間にわたり履行義務が充足されるものと判断して
おりますが、充足されるまでの期間が短期間であるものについては、履行義務の充足が完了したと認め
られる一時点で収益を認識しております。なお、国内物流の一部業務においては、出発日・作業開始日
から到着日・作業完了日までの期間が通常の期間である場合には、出発日・作業開始日に収益を認識し
ております。
また、関連する事業として、燃料やタイヤなどの商品を顧客に販売しております。商品の販売につい

ては、顧客に商品を引渡した時点で収益を認識しております。
さらに、運送車両のリース取引を行っており、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号

2007年３月30日）に基づき、収益を認識しております。ファイナンス・リース取引については、リー
ス料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
なお、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当すると判断した取引については、

顧客から受け取る対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。約束
された対価については、履行義務充足後1年以内に受領しており、対価の金額に重要な金融要素は含ま
れておりません。

ロ．不動産事業
不動産事業は、不動産賃貸事業と不動産開発・販売事業から構成されております。
不動産賃貸事業では、所有する施設をオフィス、住居、倉庫などの用途として賃貸を行っておりま

す。不動産の賃貸については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 2007年３月30
日）に基づき、収益を認識しております。
不動産開発・販売事業では、開発した物流施設等の販売を行っております。不動産売買取引が完了す

る引渡し時点で収益を認識しており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。なお、「特
別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」（企業会計基準委員
会移管指針第10号）の対象となる不動産（不動産信託受益権を含む。）の譲渡については、当該基準に
もとづき、収益を認識しております。
約束された対価については、履行義務充足後1年以内に受領しており、対価の金額に重要な金融要素

は含まれておりません。
ハ．その他事業

その他事業は、主に人材派遣、環境、マーケティング、太陽光発電などのサービスを顧客に提供して
おります。これらのサービスについては、原則として一定期間にわたり履行義務が充足されるものと判
断しておりますが、充足されるまでの期間が短期間であるものについては、履行義務の充足が完了した
と認められる一時点で収益を認識しております。
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⑥ 重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしてい

る為替予約取引については振当処理に、特例処理の要件を満たしている
金利スワップ取引については特例処理によっております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 a . ヘッジ手段･･･為替予約
ヘッジ対象･･･外貨建取引・金銭債権債務等

b . ヘッジ手段･･･金利スワップ
ヘッジ対象･･･借入金利息

ハ．ヘッジ方針 外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行
い、また、借入金の金利の変動リスクを回避する目的で金利スワップ取
引を行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期ごとに
比較してその有効性の評価をしております。ただし、振当処理によって
いる為替予約取引および特例処理によっている金利スワップ取引につい
ては、有効性の評価を省略しております。

⑦ その他連結計算書類作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用 当社および一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しており

ます。
（5）のれんの償却に関する事項

のれんについては、20年以内の合理的な償却期間を設定し、定額法により償却しております。

2. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準

第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65−２項(2)ただし書
きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はあ
りません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算

書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首か
ら適用しております。
なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
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3. 会計上の見積りに関する注記
（固定資産の減損）
（1）当期の連結計算書類に計上した金額

減損損失 2,262百万円
有形固定資産 110,015百万円
無形固定資産 49,589百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、原則として他の資産または資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位でグルーピングを行っております。減損の兆候があると認められる資産
または資産グループについては、当該資産または資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フロー
の総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失と
して計上しております。
割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会により承認された次年度の予算を基礎としており、

翌期以降の成長率および将来の投資計画等を主要な仮定としております。
これらの仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要になった場合、翌期以降の

連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

4. 連結貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産は、次のとおりであります。
①担保資産
建物及び構築物 1,470百万円
機械装置及び運搬具 1,311百万円
土地 2,270百万円

計 5,053百万円
②上記に対応する債務
1年内返済予定長期借入金 468百万円
長期借入金 2,012百万円

計 2,481百万円
（2）差入保証金の代用として差し入れている資産は、次のとおりであります

投資有価証券 9百万円
（3）有形固定資産の減価償却累計額 110,306百万円

有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
（4）偶発債務

2022年６月30日に発生しました当社連結子会社の物流施設における火災について、荷主の商品の焼失、
毀損に対する補償等により追加の損失が生じる可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積
もることは困難であるため、連結計算書類には反映しておりません。
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5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 39,718,200株 −株 −株 39,718,200株

（2）自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 833株 −株 −株 833株

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

2025年２月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 2,780百万円
・１株当たり配当額 70円
・基準日 2024年12月31日
・効力発生日 2025年３月10日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2026年２月13日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 3,574百万円
・１株当たり配当額 90円
・基準日 2025年12月31日
・効力発生日 2026年３月13日
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6. 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については原則行わず、政策的な投資に限り運用を行っております。
資金調達については、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、グループ各社で定めた債権管理規程に従いリスク軽減を

図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については、四半期ごとに時価の把
握を行っております。
借入金の使途は、運転資金（主として短期）および設備投資資金（主として長期）であり、一部の長期借

入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。
なお、デリバティブ取引は、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額について、主なものは次のと

おりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。また、現金は注記を省略し
ており、預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金は短期間で決済され
るため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額（＊）

時 価
（＊） 差 額

投資有価証券

関連会社株式 8,673 14,417 5,743

その他有価証券 3,511 3,511 −

長期借入金 （75,714） （74,999） △714

（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注）市場価格のない株式等

（単位：百万円）
区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式等 5,592
上記については、「投資有価証券」には含めておりません。



― 60 ―

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。
レベル１：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 3,511 3,511

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

関連会社株式 14,417 14,417

長期借入金 74,999 74,999

（注）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
資産
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル１の時価に分類しております。

負債
長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割
り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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7. 賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社および一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用の土地および施設を有しており
ます。

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項
連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価

18,790百万円 26,311百万円
（注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額であ

ります。
2. 時価の算定方法

主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書にもとづく金額であり、その他
の物件については一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標を用いて合理的
に調整した金額によっております。

８. 企業結合等に関する注記
取得による企業結合

（1）企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 ブリヂストン物流㈱
事業の内容 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、通関業など

② 企業結合を行った主な理由
ブリヂストン物流は、ブリヂストングループ唯一の物流専門会社として、タイヤ物流を柱として培って

きた現場ノウハウや技術、またブリヂストングループとしてのブランド力、ネットワーク力を活かし、変
化する物流環境に最適なソリューションを提供しています。
また、当社グループは総合物流事業者として、事業規模と事業領域の拡充、さらには優秀な人材等を確

保する手段として、Ｍ＆Ａを重要な成長戦略の一つとして位置付けています。本株式取得により、ブリヂ
ストン物流がブリヂストングループおよびその主要取引先との良好な関係を維持しつつ、当社グループが
保有するインフラ・ノウハウの共有、物流事業における協業とシナジー追求によって、より付加価値の高
い総合的な物流サービスを提供できる体制を整えてまいります。
③ 企業結合日

2025年12月31日（みなし取得日）
④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称

ブリヂストン物流㈱
⑥ 取得した議決権比率

66.6%
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⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価としてブリヂストン物流㈱の株式を取得したためであります。

（2）連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
2025年12月31日をみなし取得日としているため、貸借対照表のみを連結しております。

（3）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 8,183百万円
取得原価 8,183

（4）主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 98百万円

（5）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額

1,184百万円
② 発生原因

主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。
③ 償却方法及び償却期間

20年間にわたる均等償却

（6）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 7,553百万円
固定資産 11,804
資産合計 19,357
流動負債 5,996
固定負債 2,853
負債合計 8,850

（7）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその種類別の内訳並びに償却期間
主な種類別の内訳 金額 償却期間
顧客関連資産 5,700百万円 27年
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取得による企業結合
（1）企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 Blackbird Logistics B.V.
事業の内容 ズワルウブランドを中心とした総合ロジスティック事業。パレット輸送事業、

コンテナ輸送事業、危険物・食料等特定の認定が必要な輸送事業、倉庫保管事業
（オースターブロッカー、マースフラクテ ロッテルダム、ヴィット ゼー、
ズワルテ ゼーの４拠点）、貨物輸送事業（国際輸送、船便・航空便、国際複合
一貫輸送）等貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、通関業など

② 企業結合を行った主な理由
Blackbird Logistics B.V.は、中核会社であるDe Zwaluw Logistiek B.V.（以下「ズワルウ社」）、

Pyxis Logistic Solution B.V.、De Zwaluw Shipping B.V.、Maasvlakte Customs Services B.V.、
Transmission Hoorn B.V.各社の全株式を保有する持株会社です。
中核会社のズワルウ社は、1948年にオランダのエンクハイゼンで設立され、輸入雑貨を中心にヨーロッ

パで急成長しているディスカウント小売事業者等の事業拡大をサポートしています。 ズワルウ社は現在、
欧州最大港であるロッテルダム港において、倉庫サービスを拡大し、ヨーロッパ全域をカバーする貨物利
用運送サービス、オースターブロッカーの自社ＤＣを中心にベネルクス３国での自社ネットワークによる
運送サービスによって、小売事業者およびそのサプライヤーその他に３ＰＬサービスを提供しています。
本件株式取得によって、ズワルウグループの物流運営事業を中心に、ＳＢＳグループの欧州地域におけ

る３ＰＬ事業を拡大し、中国・アジアの既存事業及び顧客ネットワークと融合させることで、グループ全
体の海外事業を強化することを計画しています。
③ 企業結合日

2025年6月30日（みなし取得日）
④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称

Blackbird Logistics B.V.
⑥ 取得した議決権比率

80.0%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価としてBlackbird Logistics B.V.の株式を取得したためであります。

（2）連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
2025年７月１日から2025年12月31日まで

（3）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 7,694百万円
取得原価 7,694
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（4）主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 348百万円

（5）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額

3,741百万円
なお、中間連結会計期間において、暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度末に取得
原価の配分が確定しております。この結果、企業結合時に認識したのれんの金額は2,148百万円減少し
ております。

② 発生原因
主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。

③ 償却方法及び償却期間
20年間にわたる均等償却

（6）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 1,500百万円
固定資産 14,665
資産合計 16,166
流動負債 2,441
固定負債 8,783
負債合計 11,224

（7）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその種類別の内訳並びに償却期間
主な種類別の内訳 金額 償却期間
顧客関連資産 3,890百万円 18年

共通支配下の取引等
（1）取引の概要
① 結合当事企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 Blackbird Logistics B.V.
事業の内容 ズワルウブランドを中心とした総合ロジスティック事業。パレット輸送事業、

コンテナ輸送事業、危険物・食料等特定の認定が必要な輸送事業、倉庫保管事業
（オースターブロッカー、マースフラクテ ロッテルダム、ヴィット ゼー、
ズワルテ ゼーの４拠点）、貨物輸送事業（国際輸送、船便・航空便、国際複合
一貫輸送）等貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、通関業など
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② 企業結合日
2025年10月１日（みなし取得日）

③ 企業結合の法的形式
非支配株主からの株式取得

④ 結合後企業の名称
Blackbird Logistics B.V.

⑤ その他取引の概要に関する事項
追加取得した株式の議決権比率は20.0％であり、当該取引によりBlackbird Logistics B.V.を当社の
完全子会社といたしました。

（2）実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び
事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、
共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。

（3）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 3,489百万円
取得原価 3,489

（4）非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
① 資本剰余金の主な増減

子会社株式の追加取得
② 非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の額

2,503百万円
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９. 収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)
物流事業 不動産事業 その他事業 合計

顧客との契約から生じる収益 453,932 1,446 10,778 466,157

その他の収益 6,300 17,885 − 24,186

外部顧客への売上高 460,233 19,331 10,778 490,344

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「1. 連結計算書類作成のための基本

となる重要な事項に関する注記 （4）会計方針に関する事項 ⑤重要な収益および費用の計上基準」に記載
のとおりであります。

（3）顧客との契約にもとづく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当連
結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額
および時期に関する情報

①契約資産および契約負債の残高等
(単位：百万円)

当連結会計年度
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 65,706 72,085

契約資産 341 1,151

契約負債 26 28
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は26百万円であり

ます。
契約資産の増減は、主として収益認識（契約資産の増加）と、営業債権への振替（同、減少）により生じ

たものであります。
契約負債の増減は、主として前受金（契約負債の増加）と、収益認識（同、減少）により生じたものであ

ります。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社および連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が

１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契
約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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10. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 2,435円25銭
（2）１株当たり当期純利益 296円69銭

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
機 械 及 び 装 置
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
そ の 他

無 形 固 定 資 産
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

62,197
8,665
510
633

50,157
1,166
184
889
△8

93,390
2,565
907
143
726
348
440
640
12
609
18

90,184
1,238
87,458
243

1,242

流 動 負 債 66,761
買 掛 金 358
短 期 借 入 金 19,000
１年内返済予定の長期借入金 26,063
未 払 金 746
未 払 費 用 149
未 払 法 人 税 等 30
預 り 金 20,339
前 受 収 益 7
そ の 他 66

固 定 負 債 46,687
長 期 借 入 金 46,263
退 職 給 付 引 当 金 169
資 産 除 去 債 務 216
そ の 他 37

負 債 合 計 113,449
純 資 産 の 部

株 主 資 本 41,594
資 本 金 3,920
資 本 剰 余 金 2,396
資 本 準 備 金 2,250
そ の 他 資 本 剰 余 金 146

利 益 剰 余 金 35,278
そ の 他 利 益 剰 余 金 35,278
繰 越 利 益 剰 余 金 35,278

自 己 株 式 △1
評 価 ・ 換 算 差 額 等 544
その他有価証券評価差額金 544

純 資 産 合 計 42,138
資 産 合 計 155,587 負 債 及 び 純 資 産 合 計 155,587
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損 益 計 算 書

（2025
2025

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 22,890
売 上 原 価 4,478

売 上 総 利 益 18,411
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,708

営 業 利 益 9,702
営 業 外 収 益

受 取 利 息 590
受 取 和 解 金 9
そ の 他 36 636

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,248
金 融 支 払 手 数 料 131
投 資 事 業 組 合 運 用 損 23
関 係 会 社 債 権 放 棄 損 500
そ の 他 6 1,909
経 常 利 益 8,429

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 261 261

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 9
減 損 損 失 1,245 1,255

税 引 前 当 期 純 利 益 7,436
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △201
法 人 税 等 調 整 額 △317 △518
当 期 純 利 益 7,954
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株主資本等変動計算書

（2025
2025

年
年
１
12
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本 剰
余 金

資 本
剰 余 金
合 計

その他利益
剰 余 金 利 益

剰 余 金
合 計繰越利益

剰 余 金
2025 年 １ 月 １ 日
期 首 残 高 3,920 2,250 146 2,396 30,103 30,103 △1 36,419

事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,780 △2,780 △2,780
当 期 純 利 益 7,954 7,954 7,954
株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 − − − − 5,174 5,174 − 5,174
2025年12月31日
期 末 残 高 3,920 2,250 146 2,396 35,278 35,278 △1 41,594

評 価・換 算 差 額 等
純資産合計その他有価

証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

2025 年 １ 月 １ 日
期 首 残 高 592 592 37,012

事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,780
当 期 純 利 益 7,954
株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

△47 △47 △47

事業年度中の変動額合計 △47 △47 5,126
2025年12月31日
期 末 残 高 544 544 42,138
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個別注記表
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）有価証券の評価基準および評価方法
① 子会社株式および関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。
② その他の関係会社有価証券 投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資（金融商品

取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）について
は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっておりま
す。

③ その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの 事業年度末の市場価格等にもとづく時価法（評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）によ
っております。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法によっております。
（2）デリバティブ 時価法によっております。

なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引については振当
処理を採用し、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引に
ついては特例処理を採用しております。

（3）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
（リース資産を除く）

定額法によっております。

② 無形固定資産
（リース資産を除く）

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年以内）にもとづく定額法、その他の無形固定資産については
定額法によっております。

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。

（4）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 退職給付引当金 退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用
しております。
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（5）収益および費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営管理料、業務委託料、不動産賃貸収入および受取配当金、ならびに

物流事業による収益となります。経営管理料および業務委託料においては、子会社への契約内容に応じた管
理業務を提供することが履行義務であり、業務を提供した時点で当社の履行義務が充足されることから、当
該時点で収益を認識しております。不動産賃貸料収入については、「リース取引に関する会計基準」（企業会
計基準第13号）を適用しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しておりま
す。物流事業については、主に顧客へ輸送、保管、荷役及び梱包などの物流サービスを提供しております。
これらのサービスについては、原則として一定期間にわたり履行義務が充足されるものと判断しております
が、充足されるまでの期間が短期間であるものについては、履行義務の充足が完了したと認められる一時点
で収益を認識しております。

（6）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たし

ている為替予約取引については振当処理に、特例処理の要件を満た
している金利スワップ取引については特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 a . ヘッジ手段･･･為替予約
ヘッジ対象･･･外貨建取引・金銭債権債務等

b . ヘッジ手段･･･金利スワップ
ヘッジ対象･･･借入金利息

③ ヘッジ方針 外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引
を行い、また、借入金の金利の変動リスクを回避する目的で金利ス
ワップ取引を行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期ご
とに比較してその有効性の評価をしております。ただし、振当処理
によっている為替予約取引および特例処理によっている金利スワッ
プ取引については、有効性の評価を省略しております。

（7）その他計算書類作成のための基本となる事項
グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。

2. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準

第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65−２項(2)ただし書
きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありま
せん。



― 73 ―

３. 貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 2,538百万円
（2）関係会社に対する金銭債権、債務（区分表示されたものを除く）は次のとおりであります。

短期金銭債権 51,388百万円
短期金銭債務 20,644百万円
長期金銭債務 35百万円

（3）保証債務
以下の関係会社等の金融機関からの借入および債務に対し、債務保証を行っております。
東芝物流（上海）有限公司（借入枠） 670百万円
東芝物流（杭州）有限公司（借入枠） 357百万円
東芝物流（大連） 有限公司（借入枠） 111百万円
東芝物流（香港） 有限公司（借入枠） 626百万円
Toshiba Logistics (Singapore) PTE. LTD.（借入枠） 85百万円
TL Forwarding Service (Philippines) Corporation（借入枠） 53百万円
TL Service Thailand Co.,Ltd.（長期借入保証） 646百万円
TL Service Thailand Co.,Ltd.（借入枠） 387百万円
Toshiba Logistics America,Inc.（借入枠） 234百万円
Toshiba Logistics Europe GmbH（借入枠） 571百万円
ＳＢＳロジコム関東㈱（道路通行料） 76百万円

４. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 18,591百万円
売上原価 1,328百万円
販売費及び一般管理費 313百万円

営業取引以外の取引高 1,132百万円
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５. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 833株 −株 −株 833株

６. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
関係会社株式評価損 912百万円
投資有価証券評価損 103百万円
減損損失 369百万円
繰越欠損金 289百万円
その他 271百万円
繰延税金資産小計 1,945百万円

評価性引当額 △1,427百万円
繰延税金資産合計 518百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △240百万円
資産除去債務 △33百万円
繰延税金負債合計 △274百万円
繰延税金負債の純額 243百万円

繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
繰延税金資産 243百万円
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７. 関連当事者との取引に関する注記
（1）子会社および関連会社等

種類 会社等の名称
議 決 権 等
の 所 有
（被所有）
割合（％）

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）

子会社 ＳＢＳリコーロジスティクス㈱ 所有
直接 66.6

資金の移動
役員の兼任

ＣＭＳによる資金貸借
(預り増） 836 預り金 2,361
ＣＭＳ利息の支払（注2） 9

子会社 ＳＢＳ三愛ロジスティクス㈱ 所有
間接 66.6 資金の移動

ＣＭＳによる資金貸借
(預り増） 1,984

預り金 1,984ＣＭＳによる資金貸借
(貸付減） 1,486

ＣＭＳ利息の受取（注2） 14

子会社 ＳＢＳロジコム㈱ 所有
直接 100.0

経営指導
業務の受託
不動産賃貸
資金の移動
役員の兼任

経営指導（注1） 1,475

未収入金 387グループ通算に係る通算税効果額 165
業務の受託（注3） 856
不動産の賃貸（注4） 72
ＣＭＳによる資金貸借
(預り増） 2,428 預り金 4,821
ＣＭＳ利息の受取（注2） 37

子会社 ＳＢＳフレックネット㈱ 所有
間接 66.0 資金の移動

ＣＭＳによる資金貸借
(預り増） 190 預り金 1,703
ＣＭＳ利息の支払（注2） 3

子会社 ＳＢＳゼンツウ㈱ 所有
直接 100.0

資金の移動
役員の兼任

ＣＭＳによる資金貸借
(預り増） 438 預り金 1,597
ＣＭＳ利息の支払（注2） 2

子会社 ＳＢＳ古河物流㈱ 所有
直接 66.6

資金の移動
役員の兼任

ＣＭＳによる資金貸借
(預り増） 2,203

預り金 2,203ＣＭＳによる資金貸借
(貸付減） 149
ＣＭＳ利息の支払（注2） 2

子会社 ＳＢＳファイナンス㈱ 所有
直接 100.0 資金の移動

ＣＭＳによる資金貸借
(貸付増） 1,333 短期貸付金 9,294
ＣＭＳ利息の受取（注2） 77

子会社 ㈱エルマックス 所有
間接 100.0

資金の移動
役員の兼任

ＣＭＳによる資金貸借
(貸付減） 447 短期貸付金 35,297
ＣＭＳ利息の受取（注2） 377

子会社 SBS Europe B.V 所有
直接 100.0 ー 増資の引受（注5） 10,961 ー ー
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取引条件および取引条件の決定方針等
（注１）経営指導料は業務内容を勘案し、両社協議のうえ、決定しております。
（注２）当社は、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入しており、ＣＭＳ取引の実態を明瞭

に開示するために、取引金額は純額表示しております。なお、利率については、市場金利を勘案して
合理的に決定しております。

（注３）業務受託料については、それに係る人件費等必要経費を勘案し、協議のうえ、決定しております。
（注４）受取賃料については、当社の賃借料および必要経費を勘案し、使用面積にもとづき合理的に決定して

おります。
（注５）増資の引受は、子会社が行った増資を全額引き受けたものであります。

（2）役員および個人主要株主等

種類 氏名
議 決 権 等
の 所 有
（被所有）
割合（％）

関 連 当 事 者 と の 関 係 取引の内容
取引金額
（百万円）
（注）

科 目 期末残高
（百万円）

役員および
その近親者 鎌田 正彦 （被所有）

間接 49.58
当社代表取締役
公益財団法人ＳＢＳ鎌田財
団代表理事

寄 付 17 ― ―

（注１）取引金額には消費税等を含んでおりません。
（注２）取引条件および取引条件の決定方針等

財団への寄付金の拠出額については、取締役会の承認に基づき決定しております。

８. 収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報は、「1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 （5）収益および

費用の計上基準」に記載のとおりであります。

９. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,060円96銭
（2）１株当たり当期純利益 200円28銭

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年２月24日
ＳＢＳホールディングス株式会社
取締役会 御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 長 崎 将 彦
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 菅 沼 淳

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＳＢＳホールディングス株式会社の2025年１月１日から

2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＳＢ

Ｓホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子
会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に
関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年２月24日
ＳＢＳホールディングス株式会社
取締役会 御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 長 崎 将 彦
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 菅 沼 淳

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＳＢＳホールディングス株式会社の2025

年１月１日から2025年12月31日までの第40期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第40期事業年度における取締役の職務の執行について監査

いたしました。その方法および結果につき以下のとおり報告いたします。

1．監査の方法およびその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロおよびハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容ならびに当該決

議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役および使用人等からその構築および運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議等における意思決定
の過程および内容、主要な決裁書類その他業務執行に関する重要な書類等の内容、取締役および主要な使用人等の職務執行
の状況、ならびに会社の業務および財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役と意思疎通およ
び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2021年11
月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法にもとづき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書および個別注記表)およびその附属明細書ならびに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書および連結注記表)について検討いたしました。

２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
①事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2026年2月24日

ＳＢＳホールディングス株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 川 井 裕 也 ㊞

監査等委員 辻 さ ち え ㊞
監査等委員 鷲 尾 英 一 郎 ㊞

(注)監査等委員辻さちえおよび鷲尾英一郎は、会社法第２条第15号および第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上



都庁前駅都庁前駅

新宿駅

西新宿駅

成子天
神社

セブン
イレブン

ヒルトン東京

丸ノ内線
青梅街道 税務署通り

京王
プラザホテル東京都庁

新宿
中央公園

１番出口

E４番出口

西
武
新
宿
駅

新
宿
西
口
駅

Ｊ
Ｒ
線

大
江
戸
線

公
園
通
り

神
田
川

十
二
社
通
り

都庁前駅都庁前駅

交通
機関の
ご案内

株主総会会場ご案内図
場所 住友不動産新宿グランドタワー 37階 当社会議室

東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 TEL. 03-6772-8200（代）

「西新宿駅」１番出口 より 徒歩約３分

徒歩約７分

丸ノ内線

「都庁前駅」Ｅ４番出口 より
大江戸線

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


